
委託担当

1

2

3 ■期間　令和８年４月１日から令和９年３月31日まで

□期限　平成　　年　　月　　日まで

4 □確定契約 ■概算契約

5

6 ■ 不要

□ 要（　　月　　日　　時　　分、　場所 ）

7

8

（　12　回以内）

令和８年度 自動車事業会計 第 02款第 01項第 60目第 63節第 63細節 委託料

受 付
番 号

種 目 番 号

連 絡 先
312

自動車本部営業課管理係 担当者 伊藤

電　話 671-3189

履 行 場 所 保土ケ谷駅東口・西口バスターミナル

（横浜市保土ケ谷区岩井町123-２、横浜市保土ケ谷区岩井町4-51）

設　 計　 書

委 託 名 　令和８年度バスターミナル清掃業務（保土ケ谷駅東口・西口）

その他特約事項

現 場 説 明

委 託 概 要 保土ケ谷駅東口・西口バスターミナル内の

履 行 期 間

又 は 期 限

契 約 区 分

部分払

■ する

清掃作業及びバス停ポール清掃等の業務

□ しない
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※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額

※概算数量の場合は、数量及び金額を（　）で囲む。

部 分 払 の 基 準

業務内容
履行

予定月
数量 単位 単価 金額

清掃業務 ４月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 ５月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 ６月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 ７月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 ８月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 ９月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 10月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 11月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 12月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 １月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 ２月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 ３月 (4) 回 11,890 (47,560)

内 訳 業 務 価 格 ￥ 570,720 ．－

委 託 代 金 額 ￥ 627,792 ．－

消費税及び地方消費税相当額 ￥ 57,072 ．－
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※ 概算数量の場合は、数量及び金額を（　）で囲む

数 量 単 位 単 価（円） 金額（円）

内 訳 書

監督員 (48) 回 3,500 (168,000)

摘 要名　　称 形 状 寸 法 等

作業員 (48) 回 7,500 (360,000)

(48) 回 890 (42,720)一般管理費

(48) 回 (570,720)

合計 (627,792)

消費税及び地方消費税額 10 % (57,072)

計
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バスターミナル清掃委託 仕様書 

横浜市交通局 自動車本部営業課 

 

 

本仕様書は、バスターミナル清掃委託（以下「清掃業務」という。）を委託する契約について適用するものとし、

その履行の際には、本仕様書の他、「委託契約約款」及び法令等を遵守するものとする。 

本仕様書に記載する「委託者」とは横浜市交通局（横浜市交通事業管理者）をいい、「受託者」とは受託事業者を

いう。 

 

１ 定期清掃等の目的 

 バス停の環境向上を図ることによる市営バスをご利用になられるお客様の満足度向上に加え、委託者が地方公営

企業として障害者の社会参加の機会を創出し、就労促進に寄与するため、障害者施設との協働を推進することを目

的として実施する業務委託である。 

 

２ 履行場所と1回あたり作業時間の目安 

ターミナル名 区域 作業時間 所管営業所 電話番号 

保土ケ谷駅東口・西口 保土ケ谷区 ２時間 保土ケ谷 ３３１－２４０１ 

 

３ 履行期間 

 令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

 

４ 受託者としての要件 

（１）受託資格 

委託業務がバス運行中のターミナル内作業であり、これまでの実施の状況を踏まえ、安全確保等の観点から

受託者は次の基本的要件を全て満たすものとする。 

ア 委託業務について安全かつ確実に遂行する能力をもつ作業員を、責任をもって選任できること。 

イ 作業員個々の体力や適性、不得手な事柄を十分に理解し、作業員のサポートや安全に配慮できる能力・経

験を有する監督員が常に随行できること。 

ウ 当該ターミナルと原則同一区内に所在する障害者施設であること。 

エ 清掃用具を携行した作業員を自動車等により現地作業場所へ送迎できること（現地ターミナルへの駐車は

不可のため。ただし、ターミナルによっては駅等に用具を置いておくことが可能な場合もあり、別途協議す

る。）。 

オ 作業中の不慮の事故に対応する保険に加入していること。 

 

５ 委託内容 

受託者は、定期清掃等の重要性を理解し、十分な作業員教育を行い、現状維持ではなく日々美観を向上する姿

勢で取り組むこととする。 

（１）清掃委託については、各ターミナルにおいて月４回（週１回程度）実施するものとする。また、１回の作業

時間は前述２のとおりとする。 

（２）清掃対象は、バスターミナル全体及びバスターミナル内のバス停ポールとする。 

（３）定期清掃等の種別は次のとおりとする。 
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  ア バスターミナル全体清掃 

バスターミナル内及びバス停留所付近に散乱する廃棄物、吸殻、空き缶、ペットボトル等を回収するとと

もに、横浜市が指定する分別方法に基づき、分別したうえで、所管営業所の指示に従い、委託者に引き渡す

こと。 

  イ バスターミナル内のバス停ポール清掃 

バスターミナル内に設置されているバス停ポール（標柱・時刻表等）に付着した汚れを水拭きその他の方

法により除去すること。 

ウ 点検作業 

業務中にベンチの破損、バス停上屋電灯の不具合や時刻表はがれなど、委託者の関連施設に異常が認めら

れた場合は、業務終了後、所管営業所にその旨を報告すること。 

 エ お客様対応等 

受託者は当該業務履行中、バス停留所でお待ちになっているお客様その他の方から、市営バスに関するお

問合せがあった場合は、所管営業所の連絡先をご案内すること。 

なお、横浜市が実施する事業に関するお問合せがあった場合、横浜市コールセンターの電話番号を案内す

るなど、適切な案内を行うこと。 

（４）受託者は、委託者の指示に従い、清掃作業を行うものとする。 

（５）業務履行開始前に次に掲げる者を選任のうえ、名簿を自動車本部営業課及び所管営業所に提出するものとす

る。 

  ア 業務管理者 

業務管理者は、委託者と事業計画その他必要となる調整を行うとともに、事業全体の進行管理を行う者を

選任すること。なお、横浜市の優先調達方針の対象となる障害者就労施設等に常勤する者とする。 

イ 監督員 

監督員は、作業員とともに履行場所に配置し、作業監督及び緊急時の対応を行う者として選任を行うこと。 

  ウ 作業員 

作業員は、横浜市の優先調達方針の対象となる障害者就労施設等に入所・通所する障害者のうち、定期清

掃等を安全に遂行することができる者を選任すること。なお、その判断は受託者が責任を持って判定する。 

（６）天候不良等による作業に適さない状況の場合は順延するものとする。また、気温が著しく高い場合は委託者

の許可を得て、延期又は中止とする。作業開始前に光化学スモッグ注意報又は警報が発令された場合は延期又

は中止とする。また、作業開始後に光化学スモッグ注意報又は警報が発令された場合はその時点で中止とする。 

（７）受託者は、履行前に所管営業所と打ち合わせを行い、開始時間等実施に際しての詳細を別途定めるものとす

る。また、毎月末日までに翌月分の予定表を委託者に提出する。 

（８）貸与品 

 ア スタッフ着用品 

   履行前に予備を含め貸与するので、監督員及び作業員は業務履行時に必ず着用すること。また、貸与品に

ついては、事前に借用書を提出すること。汚損した場合の洗濯等は受託者の負担で行うものとし、履行期間

終了後は、洗濯等を行なった後、速やかに返却すること。 

   なお、やむを得ない理由により、破損した場合は、その理由を添えて委託者に申し出ること。 

 イ 清掃用具 

   当該業務履行に必要な用具については、原則として受託者が準備をする。ただし、両者協議のうえ委託者

が必要と認める用具については、委託者の貸与によることができる。 
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（９）完了報告及び履行確認 

ア 業務管理者は、業務を行った月ごと、あらかじめ委託者の承認をうけた様式により、完了報告書を作成す

ること。 

イ 完了報告書には、作業実績がわかるよう、作業前後の現場状況や回収した廃棄物等の量がわかる画像を添

付すること。 

ウ 履行確認は、ア及びイにより提出を受けた完了報告書の書面にて確認を行う。 

（10）請求方法及び支払い方法 

   受託者の請求に基づき、委託者が口座振替払いにより支払うものとする。 

（11）作業に用いる清掃器材等の運搬や作業員の移動のための一切の費用は、受託者が負担する。 

（12）委託者が指示した場所以外には、委託者の許可なくみだりに立ち入ることを禁ずる。 

（13）法令の遵守 

受託者は、当該事業を遂行するにあたっては、本仕様書のほか関連法令を遵守するものとする。 

   なお、本仕様書に定めのない事項又は本仕様書に疑義が生じた場合は、両者協議のうえ決定する。 

（14）委託者の解除権 

   委託者は、受託者が次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

  ア 正当な理由なく、契約の履行に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。 

  イ 前４(1) の受託資格の要件を満たすことができなくなったとき。 

  ウ この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。 

（15）本仕様書の有効期間は、契約の有効期間と同様とする。 
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個人情報の保護等に関する特記仕様書 

 

 

個人情報の保護等に関する遵守事項は次のとおりとする。（適用はレ） 

 

１ 「個人情報取扱特記事項」について 

☐  本契約は「個人情報取扱特記事項」を適用する。 

受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、本特記

事項を遵守しなければならない。 

 

☑  本契約は「個人情報取扱特記事項」を適用しない。ただし、契約の途中で、この契約に

よる事務を処理するための個人情報の取扱いが必要となったときは、「個人情報取扱特記

事項」を適用し、受託者は本特記事項を遵守しなければならない。 

 

なお、特記事項の規定中「横浜市長」とあるのは「横浜市交通事業管理者」と読み替える

ものとする。 

また、安全管理措置報告書（第１号様式）、研修実施報告書・誓約書（第２号様式）及び研

修実施明細書（別紙）の提出先は、横浜市交通事業管理者とする。 

工事（製造を含む。）においては、「委託者」とあるのは「発注者」と、「受託者」とあるの

は「請負人」と、「再受託者」とあるのは「下請負人」と読み替えるものとする。 

 

 

２ 「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」について（工事（製造を含む。）は対

象外） 

☐  本契約は「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」を適用する。 

受託者は、この契約に基づき電子計算機処理等の事務を行う場合には、その遂行にあた

って、本特記事項を遵守しなければならない。 
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委託担当

1

2

3 ■期間　令和８年４月１日から令和９年３月31日まで

□期限　平成　　年　　月　　日まで

4 □確定契約 ■概算契約

5

6 ■ 不要

□ 要（　　月　　日　　時　　分、　場所 ）

7

8

（　12　回以内）

部分払

■ する

□ しない

現 場 説 明

委 託 概 要 根岸駅バスターミナル内の清掃作業及び

バス停ポール清掃等の業務

履 行 期 間

又 は 期 限

契 約 区 分

その他特約事項

設　 計　 書

委 託 名 　令和８年度バスターミナル清掃業務（根岸駅）

履 行 場 所 根岸駅バスターミナル（横浜市磯子区東町16‐１）

令和８年度 自動車事業会計 第 02款第 01項第 60目第 63節第 63細節 委託料

受 付
番 号

種 目 番 号

連 絡 先
312

自動車本部営業課管理係 担当者 伊藤

電　話 671-3189

1



※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額

※概算数量の場合は、数量及び金額を（　）で囲む。

消費税及び地方消費税相当額 ￥ 57,072

委 託 代 金 額 ￥ 627,792 ．－

．－

内 訳 業 務 価 格 ￥ 570,720 ．－

清掃業務 ３月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 ２月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 １月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 12月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 11月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 10月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 ９月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 ８月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 ７月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 ６月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 ５月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 ４月 (4) 回 11,890 (47,560)

部 分 払 の 基 準

業務内容
履行

予定月
数量 単位 単価 金額
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※　概算数量の場合は、数量及び金額を（　）で囲む

合計 (627,792)

消費税及び地方消費税額 10 % (57,072)

計 (48) 回 (570,720)

一般管理費 (48) 回 890 (42,720)

作業員 (48) 回 7,500 (360,000)

監督員 (48) 回 3,500 (168,000)

名　　称 形 状 寸 法 等 数 量 単 位 単 価（円） 金額（円） 摘 要

内 訳 書

3



 

バスターミナル清掃委託 仕様書 

横浜市交通局 自動車本部営業課 

 

 

本仕様書は、バスターミナル清掃委託（以下「清掃業務」という。）を委託する契約について適用するものとし、

その履行の際には、本仕様書の他、「委託契約約款」及び法令等を遵守するものとする。 

本仕様書に記載する「委託者」とは横浜市交通局（横浜市交通事業管理者）をいい、「受託者」とは受託事業者を

いう。 

 

１ 定期清掃等の目的 

 バス停の環境向上を図ることによる市営バスをご利用になられるお客様の満足度向上に加え、委託者が地方公営

企業として障害者の社会参加の機会を創出し、就労促進に寄与するため、障害者施設との協働を推進することを目

的として実施する業務委託である。 

 

２ 履行場所と1回あたり作業時間の目安 

ターミナル名 区域 作業時間 所管営業所 電話番号 

根岸駅 磯子区 ２時間 滝頭 ７５１－５５４８ 

 

３ 履行期間 

 令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

 

４ 受託者としての要件 

（１）受託資格 

委託業務がバス運行中のターミナル内作業であり、これまでの実施の状況を踏まえ、安全確保等の観点から

受託者は次の基本的要件を全て満たすものとする。 

ア 委託業務について安全かつ確実に遂行する能力をもつ作業員を、責任をもって選任できること。 

イ 作業員個々の体力や適性、不得手な事柄を十分に理解し、作業員のサポートや安全に配慮できる能力・経

験を有する監督員が常に随行できること。 

ウ 当該ターミナルと原則同一区内に所在する障害者施設であること。 

エ 清掃用具を携行した作業員を自動車等により現地作業場所へ送迎できること（現地ターミナルへの駐車は

不可のため。ただし、ターミナルによっては駅等に用具を置いておくことが可能な場合もあり、別途協議す

る。）。 

オ 作業中の不慮の事故に対応する保険に加入していること。 

 

５ 委託内容 

受託者は、定期清掃等の重要性を理解し、十分な作業員教育を行い、現状維持ではなく日々美観を向上する姿

勢で取り組むこととする。 

（１）清掃委託については、各ターミナルにおいて月４回（週１回程度）実施するものとする。また、１回の作業

時間は前述２のとおりとする。 

（２）清掃対象は、バスターミナル全体及びバスターミナル内のバス停ポールとする。 

（３）定期清掃等の種別は次のとおりとする。 
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  ア バスターミナル全体清掃 

バスターミナル内及びバス停留所付近に散乱する廃棄物、吸殻、空き缶、ペットボトル等を回収するとと

もに、横浜市が指定する分別方法に基づき、分別したうえで、所管営業所の指示に従い、委託者に引き渡す

こと。 

  イ バスターミナル内のバス停ポール清掃 

バスターミナル内に設置されているバス停ポール（標柱・時刻表等）に付着した汚れを水拭きその他の方

法により除去すること。 

ウ 点検作業 

業務中にベンチの破損、バス停上屋電灯の不具合や時刻表はがれなど、委託者の関連施設に異常が認めら

れた場合は、業務終了後、所管営業所にその旨を報告すること。 

 エ お客様対応等 

受託者は当該業務履行中、バス停留所でお待ちになっているお客様その他の方から、市営バスに関するお

問合せがあった場合は、所管営業所の連絡先をご案内すること。 

なお、横浜市が実施する事業に関するお問合せがあった場合、横浜市コールセンターの電話番号を案内す

るなど、適切な案内を行うこと。 

（４）受託者は、委託者の指示に従い、清掃作業を行うものとする。 

（５）業務履行開始前に次に掲げる者を選任のうえ、名簿を自動車本部営業課及び所管営業所に提出するものとす

る。 

  ア 業務管理者 

業務管理者は、委託者と事業計画その他必要となる調整を行うとともに、事業全体の進行管理を行う者を

選任すること。なお、横浜市の優先調達方針の対象となる障害者就労施設等に常勤する者とする。 

イ 監督員 

監督員は、作業員とともに履行場所に配置し、作業監督及び緊急時の対応を行う者として選任を行うこと。 

  ウ 作業員 

作業員は、横浜市の優先調達方針の対象となる障害者就労施設等に入所・通所する障害者のうち、定期清

掃等を安全に遂行することができる者を選任すること。なお、その判断は受託者が責任を持って判定する。 

（６）天候不良等による作業に適さない状況の場合は順延するものとする。また、気温が著しく高い場合は委託者

の許可を得て、延期又は中止とする。作業開始前に光化学スモッグ注意報又は警報が発令された場合は延期又

は中止とする。また、作業開始後に光化学スモッグ注意報又は警報が発令された場合はその時点で中止とする。 

（７）受託者は、履行前に所管営業所と打ち合わせを行い、開始時間等実施に際しての詳細を別途定めるものとす

る。また、毎月末日までに翌月分の予定表を委託者に提出する。 

（８）貸与品 

 ア スタッフ着用品 

   履行前に予備を含め貸与するので、監督員及び作業員は業務履行時に必ず着用すること。また、貸与品に

ついては、事前に借用書を提出すること。汚損した場合の洗濯等は受託者の負担で行うものとし、履行期間

終了後は、洗濯等を行なった後、速やかに返却すること。 

   なお、やむを得ない理由により、破損した場合は、その理由を添えて委託者に申し出ること。 

 イ 清掃用具 

   当該業務履行に必要な用具については、原則として受託者が準備をする。ただし、両者協議のうえ委託者

が必要と認める用具については、委託者の貸与によることができる。 
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（９）完了報告及び履行確認 

ア 業務管理者は、業務を行った月ごと、あらかじめ委託者の承認をうけた様式により、完了報告書を作成す

ること。 

イ 完了報告書には、作業実績がわかるよう、作業前後の現場状況や回収した廃棄物等の量がわかる画像を添

付すること。 

ウ 履行確認は、ア及びイにより提出を受けた完了報告書の書面にて確認を行う。 

（10）請求方法及び支払い方法 

   受託者の請求に基づき、委託者が口座振替払いにより支払うものとする。 

（11）作業に用いる清掃器材等の運搬や作業員の移動のための一切の費用は、受託者が負担する。 

（12）委託者が指示した場所以外には、委託者の許可なくみだりに立ち入ることを禁ずる。 

（13）法令の遵守 

受託者は、当該事業を遂行するにあたっては、本仕様書のほか関連法令を遵守するものとする。 

   なお、本仕様書に定めのない事項又は本仕様書に疑義が生じた場合は、両者協議のうえ決定する。 

（14）委託者の解除権 

   委託者は、受託者が次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

  ア 正当な理由なく、契約の履行に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。 

  イ 前４(1) の受託資格の要件を満たすことができなくなったとき。 

  ウ この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。 

（15）本仕様書の有効期間は、契約の有効期間と同様とする。 
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個人情報の保護等に関する特記仕様書 

 

 

個人情報の保護等に関する遵守事項は次のとおりとする。（適用はレ） 

 

１ 「個人情報取扱特記事項」について 

☐  本契約は「個人情報取扱特記事項」を適用する。 

受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、本特記

事項を遵守しなければならない。 

 

☑  本契約は「個人情報取扱特記事項」を適用しない。ただし、契約の途中で、この契約に

よる事務を処理するための個人情報の取扱いが必要となったときは、「個人情報取扱特記

事項」を適用し、受託者は本特記事項を遵守しなければならない。 

 

なお、特記事項の規定中「横浜市長」とあるのは「横浜市交通事業管理者」と読み替える

ものとする。 

また、安全管理措置報告書（第１号様式）、研修実施報告書・誓約書（第２号様式）及び研

修実施明細書（別紙）の提出先は、横浜市交通事業管理者とする。 

工事（製造を含む。）においては、「委託者」とあるのは「発注者」と、「受託者」とあるの

は「請負人」と、「再受託者」とあるのは「下請負人」と読み替えるものとする。 

 

 

２ 「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」について（工事（製造を含む。）は対

象外） 

☐  本契約は「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」を適用する。 

受託者は、この契約に基づき電子計算機処理等の事務を行う場合には、その遂行にあた

って、本特記事項を遵守しなければならない。 
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委託担当

1

2

3 ■期間　令和８年４月１日から令和９年３月31日まで

□期限　平成　　年　　月　　日まで

4 □確定契約 ■概算契約

5

6 ■ 不要

□ 要（　　月　　日　　時　　分、　場所 ）

7

8

（　12　回以内）

部分払

■ する

□ しない

現 場 説 明

委 託 概 要 桜木町駅バスターミナル内の清掃作業及び

バス停ポール清掃等の業務

履 行 期 間

又 は 期 限

契 約 区 分

その他特約事項

設　 計　 書

委 託 名 　令和８年度バスターミナル清掃業務（桜木町駅）

履 行 場 所 桜木町駅バスターミナル(横浜市中区桜木町１－１)

令和８年度 自動車事業会計 第 02款第 01項第 60目第 63節第 63細節 委託料

受 付
番 号

種 目 番 号

連 絡 先
312

自動車本部営業課管理係 担当者 伊藤

電　話 671-3189

1



※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額

※概算数量の場合は、数量及び金額を（　）で囲む。

消費税及び地方消費税相当額 ￥ 57,072

委 託 代 金 額 ￥ 627,792 ．－

．－

内 訳 業 務 価 格 ￥ 570,720 ．－

清掃業務 ３月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 ２月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 １月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 12月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 11月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 10月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 ９月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 ８月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 ７月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 ６月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 ５月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 ４月 (4) 回 11,890 (47,560)

部 分 払 の 基 準

業務内容
履行

予定月
数量 単位 単価 金額
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※　概算数量の場合は、数量及び金額を（　）で囲む

合計 (627,792)

消費税及び地方消費税額 10 % (57,072)

計 (48) 回 (570,720)

一般管理費 (48) 回 890 (42,720)

作業員 (48) 回 7,500 (360,000)

監督員 (48) 回 3,500 (168,000)

名　　称 形 状 寸 法 等 数 量 単 位 単 価（円） 金額（円） 摘 要

内 訳 書
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バスターミナル清掃委託 仕様書 

横浜市交通局 自動車本部営業課 

 

 

本仕様書は、バスターミナル清掃委託（以下「清掃業務」という。）を委託する契約について適用するものとし、

その履行の際には、本仕様書の他、「委託契約約款」及び法令等を遵守するものとする。 

本仕様書に記載する「委託者」とは横浜市交通局（横浜市交通事業管理者）をいい、「受託者」とは受託事業者を

いう。 

 

１ 定期清掃等の目的 

 バス停の環境向上を図ることによる市営バスをご利用になられるお客様の満足度向上に加え、委託者が地方公営

企業として障害者の社会参加の機会を創出し、就労促進に寄与するため、障害者施設との協働を推進することを目

的として実施する業務委託である。 

 

２ 履行場所と1回あたり作業時間の目安 

ターミナル名 区域 作業時間 所管営業所 電話番号 

桜木町駅 中区 ２時間 本牧 ６２１－１０７１ 

 

３ 履行期間 

 令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

 

４ 受託者としての要件 

（１）受託資格 

委託業務がバス運行中のターミナル内作業であり、これまでの実施の状況を踏まえ、安全確保等の観点から

受託者は次の基本的要件を全て満たすものとする。 

ア 委託業務について安全かつ確実に遂行する能力をもつ作業員を、責任をもって選任できること。 

イ 作業員個々の体力や適性、不得手な事柄を十分に理解し、作業員のサポートや安全に配慮できる能力・経

験を有する監督員が常に随行できること。 

ウ 当該ターミナルと原則同一区内に所在する障害者施設であること。 

エ 清掃用具を携行した作業員を自動車等により現地作業場所へ送迎できること（現地ターミナルへの駐車は

不可のため。ただし、ターミナルによっては駅等に用具を置いておくことが可能な場合もあり、別途協議す

る。）。 

オ 作業中の不慮の事故に対応する保険に加入していること。 

 

５ 委託内容 

受託者は、定期清掃等の重要性を理解し、十分な作業員教育を行い、現状維持ではなく日々美観を向上する姿

勢で取り組むこととする。 

（１）清掃委託については、各ターミナルにおいて月４回（週１回程度）実施するものとする。また、１回の作業

時間は前述２のとおりとする。 

（２）清掃対象は、バスターミナル全体及びバスターミナル内のバス停ポールとする。 

（３）定期清掃等の種別は次のとおりとする。 
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  ア バスターミナル全体清掃 

バスターミナル内及びバス停留所付近に散乱する廃棄物、吸殻、空き缶、ペットボトル等を回収するとと

もに、横浜市が指定する分別方法に基づき、分別したうえで、所管営業所の指示に従い、委託者に引き渡す

こと。 

  イ バスターミナル内のバス停ポール清掃 

バスターミナル内に設置されているバス停ポール（標柱・時刻表等）に付着した汚れを水拭きその他の方

法により除去すること。 

ウ 点検作業 

業務中にベンチの破損、バス停上屋電灯の不具合や時刻表はがれなど、委託者の関連施設に異常が認めら

れた場合は、業務終了後、所管営業所にその旨を報告すること。 

 エ お客様対応等 

受託者は当該業務履行中、バス停留所でお待ちになっているお客様その他の方から、市営バスに関するお

問合せがあった場合は、所管営業所の連絡先をご案内すること。 

なお、横浜市が実施する事業に関するお問合せがあった場合、横浜市コールセンターの電話番号を案内す

るなど、適切な案内を行うこと。 

（４）受託者は、委託者の指示に従い、清掃作業を行うものとする。 

（５）業務履行開始前に次に掲げる者を選任のうえ、名簿を自動車本部営業課及び所管営業所に提出するものとす

る。 

  ア 業務管理者 

業務管理者は、委託者と事業計画その他必要となる調整を行うとともに、事業全体の進行管理を行う者を

選任すること。なお、横浜市の優先調達方針の対象となる障害者就労施設等に常勤する者とする。 

イ 監督員 

監督員は、作業員とともに履行場所に配置し、作業監督及び緊急時の対応を行う者として選任を行うこと。 

  ウ 作業員 

作業員は、横浜市の優先調達方針の対象となる障害者就労施設等に入所・通所する障害者のうち、定期清

掃等を安全に遂行することができる者を選任すること。なお、その判断は受託者が責任を持って判定する。 

（６）天候不良等による作業に適さない状況の場合は順延するものとする。また、気温が著しく高い場合は委託者

の許可を得て、延期又は中止とする。作業開始前に光化学スモッグ注意報又は警報が発令された場合は延期又

は中止とする。また、作業開始後に光化学スモッグ注意報又は警報が発令された場合はその時点で中止とする。 

（７）受託者は、履行前に所管営業所と打ち合わせを行い、開始時間等実施に際しての詳細を別途定めるものとす

る。また、毎月末日までに翌月分の予定表を委託者に提出する。 

（８）貸与品 

 ア スタッフ着用品 

   履行前に予備を含め貸与するので、監督員及び作業員は業務履行時に必ず着用すること。また、貸与品に

ついては、事前に借用書を提出すること。汚損した場合の洗濯等は受託者の負担で行うものとし、履行期間

終了後は、洗濯等を行なった後、速やかに返却すること。 

   なお、やむを得ない理由により、破損した場合は、その理由を添えて委託者に申し出ること。 

 イ 清掃用具 

   当該業務履行に必要な用具については、原則として受託者が準備をする。ただし、両者協議のうえ委託者

が必要と認める用具については、委託者の貸与によることができる。 
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（９）完了報告及び履行確認 

ア 業務管理者は、業務を行った月ごと、あらかじめ委託者の承認をうけた様式により、完了報告書を作成す

ること。 

イ 完了報告書には、作業実績がわかるよう、作業前後の現場状況や回収した廃棄物等の量がわかる画像を添

付すること。 

ウ 履行確認は、ア及びイにより提出を受けた完了報告書の書面にて確認を行う。 

（10）請求方法及び支払い方法 

   受託者の請求に基づき、委託者が口座振替払いにより支払うものとする。 

（11）作業に用いる清掃器材等の運搬や作業員の移動のための一切の費用は、受託者が負担する。 

（12）委託者が指示した場所以外には、委託者の許可なくみだりに立ち入ることを禁ずる。 

（13）法令の遵守 

受託者は、当該事業を遂行するにあたっては、本仕様書のほか関連法令を遵守するものとする。 

   なお、本仕様書に定めのない事項又は本仕様書に疑義が生じた場合は、両者協議のうえ決定する。 

（14）委託者の解除権 

   委託者は、受託者が次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

  ア 正当な理由なく、契約の履行に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。 

  イ 前４(1) の受託資格の要件を満たすことができなくなったとき。 

  ウ この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。 

（15）本仕様書の有効期間は、契約の有効期間と同様とする。 
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個人情報の保護等に関する特記仕様書 

 

 

個人情報の保護等に関する遵守事項は次のとおりとする。（適用はレ） 

 

１ 「個人情報取扱特記事項」について 

☐  本契約は「個人情報取扱特記事項」を適用する。 

受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、本特記

事項を遵守しなければならない。 

 

☑  本契約は「個人情報取扱特記事項」を適用しない。ただし、契約の途中で、この契約に

よる事務を処理するための個人情報の取扱いが必要となったときは、「個人情報取扱特記

事項」を適用し、受託者は本特記事項を遵守しなければならない。 

 

なお、特記事項の規定中「横浜市長」とあるのは「横浜市交通事業管理者」と読み替える

ものとする。 

また、安全管理措置報告書（第１号様式）、研修実施報告書・誓約書（第２号様式）及び研

修実施明細書（別紙）の提出先は、横浜市交通事業管理者とする。 

工事（製造を含む。）においては、「委託者」とあるのは「発注者」と、「受託者」とあるの

は「請負人」と、「再受託者」とあるのは「下請負人」と読み替えるものとする。 

 

 

２ 「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」について（工事（製造を含む。）は対

象外） 

☐  本契約は「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」を適用する。 

受託者は、この契約に基づき電子計算機処理等の事務を行う場合には、その遂行にあた

って、本特記事項を遵守しなければならない。 
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委託担当

1

2

3 ■期間　令和８年４月１日から令和９年３月31日まで

□期限　平成　　年　　月　　日まで

4 □確定契約 ■概算契約

5

6 ■ 不要

□ 要（　　月　　日　　時　　分、　場所 ）

7

8

（　12　回以内）

部分払

■ する

□ しない

現 場 説 明

委 託 概 要 鶴見駅東口バスターミナル内の清掃作業及び

バス停ポール清掃等の業務

履 行 期 間

又 は 期 限

契 約 区 分

その他特約事項

設　 計　 書

委 託 名 　令和８年度バスターミナル清掃業務（鶴見駅東口）

履 行 場 所 鶴見駅東口バスターミナル(横浜市鶴見区鶴見中央１‐１‐１)

令和８年度 自動車事業会計 第 02款第 01項第 60目第 63節第 63細節 委託料

受 付
番 号

種 目 番 号

連 絡 先
312

自動車本部営業課管理係 担当者 伊藤

電　話 671-3189

1



※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額

※概算数量の場合は、数量及び金額を（　）で囲む。

消費税及び地方消費税相当額 ￥ 57,072

委 託 代 金 額 ￥ 627,792 ．－

．－

内 訳 業 務 価 格 ￥ 570,720 ．－

清掃業務 ３月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 ２月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 １月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 12月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 11月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 10月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 ９月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 ８月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 ７月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 ６月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 ５月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 ４月 (4) 回 11,890 (47,560)

部 分 払 の 基 準

業務内容
履行

予定月
数量 単位 単価 金額
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※　概算数量の場合は、数量及び金額を（　）で囲む

合計 (627,792)

消費税及び地方消費税額 10 % (57,072)

計 (48) 回 (570,720)

一般管理費 (48) 回 890 (42,720)

作業員 (48) 回 7,500 (360,000)

監督員 (48) 回 3,500 (168,000)

名　　称 形 状 寸 法 等 数 量 単 位 単 価（円） 金額（円） 摘 要

内 訳 書
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バスターミナル清掃委託 仕様書 

横浜市交通局 自動車本部営業課 

 

 

本仕様書は、バスターミナル清掃委託（以下「清掃業務」という。）を委託する契約について適用するものとし、

その履行の際には、本仕様書の他、「委託契約約款」及び法令等を遵守するものとする。 

本仕様書に記載する「委託者」とは横浜市交通局（横浜市交通事業管理者）をいい、「受託者」とは受託事業者を

いう。 

 

１ 定期清掃等の目的 

 バス停の環境向上を図ることによる市営バスをご利用になられるお客様の満足度向上に加え、委託者が地方公営

企業として障害者の社会参加の機会を創出し、就労促進に寄与するため、障害者施設との協働を推進することを目

的として実施する業務委託である。 

 

２ 履行場所と1回あたり作業時間の目安 

ターミナル名 区域 作業時間 所管営業所 電話番号 

鶴見駅東口 鶴見区 ２時間 鶴見 ５０１－０７０１ 

 

３ 履行期間 

 令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

 

４ 受託者としての要件 

（１）受託資格 

委託業務がバス運行中のターミナル内作業であり、これまでの実施の状況を踏まえ、安全確保等の観点から

受託者は次の基本的要件を全て満たすものとする。 

ア 委託業務について安全かつ確実に遂行する能力をもつ作業員を、責任をもって選任できること。 

イ 作業員個々の体力や適性、不得手な事柄を十分に理解し、作業員のサポートや安全に配慮できる能力・経

験を有する監督員が常に随行できること。 

ウ 当該ターミナルと原則同一区内に所在する障害者施設であること。 

エ 清掃用具を携行した作業員を自動車等により現地作業場所へ送迎できること（現地ターミナルへの駐車は

不可のため。ただし、ターミナルによっては駅等に用具を置いておくことが可能な場合もあり、別途協議す

る。）。 

オ 作業中の不慮の事故に対応する保険に加入していること。 

 

５ 委託内容 

受託者は、定期清掃等の重要性を理解し、十分な作業員教育を行い、現状維持ではなく日々美観を向上する姿

勢で取り組むこととする。 

（１）清掃委託については、各ターミナルにおいて月４回（週１回程度）実施するものとする。また、１回の作業

時間は前述２のとおりとする。 

（２）清掃対象は、バスターミナル全体及びバスターミナル内のバス停ポールとする。 

（３）定期清掃等の種別は次のとおりとする。 
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  ア バスターミナル全体清掃 

バスターミナル内及びバス停留所付近に散乱する廃棄物、吸殻、空き缶、ペットボトル等を回収するとと

もに、横浜市が指定する分別方法に基づき、分別したうえで、所管営業所の指示に従い、委託者に引き渡す

こと。 

  イ バスターミナル内のバス停ポール清掃 

バスターミナル内に設置されているバス停ポール（標柱・時刻表等）に付着した汚れを水拭きその他の方

法により除去すること。 

ウ 点検作業 

業務中にベンチの破損、バス停上屋電灯の不具合や時刻表はがれなど、委託者の関連施設に異常が認めら

れた場合は、業務終了後、所管営業所にその旨を報告すること。 

 エ お客様対応等 

受託者は当該業務履行中、バス停留所でお待ちになっているお客様その他の方から、市営バスに関するお

問合せがあった場合は、所管営業所の連絡先をご案内すること。 

なお、横浜市が実施する事業に関するお問合せがあった場合、横浜市コールセンターの電話番号を案内す

るなど、適切な案内を行うこと。 

（４）受託者は、委託者の指示に従い、清掃作業を行うものとする。 

（５）業務履行開始前に次に掲げる者を選任のうえ、名簿を自動車本部営業課及び所管営業所に提出するものとす

る。 

  ア 業務管理者 

業務管理者は、委託者と事業計画その他必要となる調整を行うとともに、事業全体の進行管理を行う者を

選任すること。なお、横浜市の優先調達方針の対象となる障害者就労施設等に常勤する者とする。 

イ 監督員 

監督員は、作業員とともに履行場所に配置し、作業監督及び緊急時の対応を行う者として選任を行うこと。 

  ウ 作業員 

作業員は、横浜市の優先調達方針の対象となる障害者就労施設等に入所・通所する障害者のうち、定期清

掃等を安全に遂行することができる者を選任すること。なお、その判断は受託者が責任を持って判定する。 

（６）天候不良等による作業に適さない状況の場合は順延するものとする。また、気温が著しく高い場合は委託者

の許可を得て、延期又は中止とする。作業開始前に光化学スモッグ注意報又は警報が発令された場合は延期又

は中止とする。また、作業開始後に光化学スモッグ注意報又は警報が発令された場合はその時点で中止とする。 

（７）受託者は、履行前に所管営業所と打ち合わせを行い、開始時間等実施に際しての詳細を別途定めるものとす

る。また、毎月末日までに翌月分の予定表を委託者に提出する。 

（８）貸与品 

 ア スタッフ着用品 

   履行前に予備を含め貸与するので、監督員及び作業員は業務履行時に必ず着用すること。また、貸与品に

ついては、事前に借用書を提出すること。汚損した場合の洗濯等は受託者の負担で行うものとし、履行期間

終了後は、洗濯等を行なった後、速やかに返却すること。 

   なお、やむを得ない理由により、破損した場合は、その理由を添えて委託者に申し出ること。 

 イ 清掃用具 

   当該業務履行に必要な用具については、原則として受託者が準備をする。ただし、両者協議のうえ委託者

が必要と認める用具については、委託者の貸与によることができる。 
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（９）完了報告及び履行確認 

ア 業務管理者は、業務を行った月ごと、あらかじめ委託者の承認をうけた様式により、完了報告書を作成す

ること。 

イ 完了報告書には、作業実績がわかるよう、作業前後の現場状況や回収した廃棄物等の量がわかる画像を添

付すること。 

ウ 履行確認は、ア及びイにより提出を受けた完了報告書の書面にて確認を行う。 

（10）請求方法及び支払い方法 

   受託者の請求に基づき、委託者が口座振替払いにより支払うものとする。 

（11）作業に用いる清掃器材等の運搬や作業員の移動のための一切の費用は、受託者が負担する。 

（12）委託者が指示した場所以外には、委託者の許可なくみだりに立ち入ることを禁ずる。 

（13）法令の遵守 

受託者は、当該事業を遂行するにあたっては、本仕様書のほか関連法令を遵守するものとする。 

   なお、本仕様書に定めのない事項又は本仕様書に疑義が生じた場合は、両者協議のうえ決定する。 

（14）委託者の解除権 

   委託者は、受託者が次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

  ア 正当な理由なく、契約の履行に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。 

  イ 前４(1) の受託資格の要件を満たすことができなくなったとき。 

  ウ この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。 

（15）本仕様書の有効期間は、契約の有効期間と同様とする。 
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個人情報の保護等に関する特記仕様書 

 

 

個人情報の保護等に関する遵守事項は次のとおりとする。（適用はレ） 

 

１ 「個人情報取扱特記事項」について 

☐  本契約は「個人情報取扱特記事項」を適用する。 

受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、本特記

事項を遵守しなければならない。 

 

☑  本契約は「個人情報取扱特記事項」を適用しない。ただし、契約の途中で、この契約に

よる事務を処理するための個人情報の取扱いが必要となったときは、「個人情報取扱特記

事項」を適用し、受託者は本特記事項を遵守しなければならない。 

 

なお、特記事項の規定中「横浜市長」とあるのは「横浜市交通事業管理者」と読み替える

ものとする。 

また、安全管理措置報告書（第１号様式）、研修実施報告書・誓約書（第２号様式）及び研

修実施明細書（別紙）の提出先は、横浜市交通事業管理者とする。 

工事（製造を含む。）においては、「委託者」とあるのは「発注者」と、「受託者」とあるの

は「請負人」と、「再受託者」とあるのは「下請負人」と読み替えるものとする。 

 

 

２ 「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」について（工事（製造を含む。）は対

象外） 

☐  本契約は「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」を適用する。 

受託者は、この契約に基づき電子計算機処理等の事務を行う場合には、その遂行にあた

って、本特記事項を遵守しなければならない。 
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委託担当

1

2

3 ■期間　令和８年４月１日から令和９年３月31日まで

□期限　平成　　年　　月　　日まで

4 □確定契約 ■概算契約

5

6 ■ 不要

□ 要（　　月　　日　　時　　分、　場所 ）

7

8

（　12　回以内）

部分払

■ する

□ しない

現 場 説 明

委 託 概 要 磯子駅バスターミナル内の清掃作業及び

バス停ポール清掃等の業務

履 行 期 間

又 は 期 限

契 約 区 分

その他特約事項

設　 計　 書

委 託 名 　令和８年度バスターミナル清掃業務（磯子駅）

履 行 場 所 磯子駅バスターミナル（横浜市磯子区森１－１）

令和８年度 自動車事業会計 第 02款第 01項第 60目第 63節第 63細節 委託料

受 付
番 号

種 目 番 号

連 絡 先
312

自動車本部営業課管理係 担当者 伊藤

電　話 671-3189

1



※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額

※概算数量の場合は、数量及び金額を（　）で囲む。

消費税及び地方消費税相当額 ￥ 57,072

委 託 代 金 額 ￥ 627,792 ．－

．－

内 訳 業 務 価 格 ￥ 570,720 ．－

清掃業務 ３月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 ２月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 １月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 12月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 11月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 10月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 ９月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 ８月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 ７月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 ６月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 ５月 (4) 回 11,890 (47,560)

清掃業務 ４月 (4) 回 11,890 (47,560)

部 分 払 の 基 準

業務内容
履行

予定月
数量 単位 単価 金額

2



※　概算数量の場合は、数量及び金額を（　）で囲む

合計 (627,792)

消費税及び地方消費税額 10 % (57,072)

計 (48) 回 (570,720)

一般管理費 (48) 回 890 (42,720)

作業員 (48) 回 7,500 (360,000)

監督員 (48) 回 3,500 (168,000)

名　　称 形 状 寸 法 等 数 量 単 位 単 価（円） 金額（円） 摘 要

内 訳 書
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バスターミナル清掃委託 仕様書 

横浜市交通局 自動車本部営業課 

 

 

本仕様書は、バスターミナル清掃委託（以下「清掃業務」という。）を委託する契約について適用するものとし、

その履行の際には、本仕様書の他、「委託契約約款」及び法令等を遵守するものとする。 

本仕様書に記載する「委託者」とは横浜市交通局（横浜市交通事業管理者）をいい、「受託者」とは受託事業者を

いう。 

 

１ 定期清掃等の目的 

 バス停の環境向上を図ることによる市営バスをご利用になられるお客様の満足度向上に加え、委託者が地方公営

企業として障害者の社会参加の機会を創出し、就労促進に寄与するため、障害者施設との協働を推進することを目

的として実施する業務委託である。 

 

２ 履行場所と1回あたり作業時間の目安 

ターミナル名 区域 作業時間 所管営業所 電話番号 

磯子駅 磯子区 ２時間 磯子 ７５１－７５８１ 

 

３ 履行期間 

 令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

 

４ 受託者としての要件 

（１）受託資格 

委託業務がバス運行中のターミナル内作業であり、これまでの実施の状況を踏まえ、安全確保等の観点から

受託者は次の基本的要件を全て満たすものとする。 

ア 委託業務について安全かつ確実に遂行する能力をもつ作業員を、責任をもって選任できること。 

イ 作業員個々の体力や適性、不得手な事柄を十分に理解し、作業員のサポートや安全に配慮できる能力・経

験を有する監督員が常に随行できること。 

ウ 当該ターミナルと原則同一区内に所在する障害者施設であること。 

エ 清掃用具を携行した作業員を自動車等により現地作業場所へ送迎できること（現地ターミナルへの駐車は

不可のため。ただし、ターミナルによっては駅等に用具を置いておくことが可能な場合もあり、別途協議す

る。）。 

オ 作業中の不慮の事故に対応する保険に加入していること。 

 

５ 委託内容 

受託者は、定期清掃等の重要性を理解し、十分な作業員教育を行い、現状維持ではなく日々美観を向上する姿

勢で取り組むこととする。 

（１）清掃委託については、各ターミナルにおいて月４回（週１回程度）実施するものとする。また、１回の作業

時間は前述２のとおりとする。 

（２）清掃対象は、バスターミナル全体及びバスターミナル内のバス停ポールとする。 

（３）定期清掃等の種別は次のとおりとする。 
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  ア バスターミナル全体清掃 

バスターミナル内及びバス停留所付近に散乱する廃棄物、吸殻、空き缶、ペットボトル等を回収するとと

もに、横浜市が指定する分別方法に基づき、分別したうえで、所管営業所の指示に従い、委託者に引き渡す

こと。 

  イ バスターミナル内のバス停ポール清掃 

バスターミナル内に設置されているバス停ポール（標柱・時刻表等）に付着した汚れを水拭きその他の方

法により除去すること。 

ウ 点検作業 

業務中にベンチの破損、バス停上屋電灯の不具合や時刻表はがれなど、委託者の関連施設に異常が認めら

れた場合は、業務終了後、所管営業所にその旨を報告すること。 

 エ お客様対応等 

受託者は当該業務履行中、バス停留所でお待ちになっているお客様その他の方から、市営バスに関するお

問合せがあった場合は、所管営業所の連絡先をご案内すること。 

なお、横浜市が実施する事業に関するお問合せがあった場合、横浜市コールセンターの電話番号を案内す

るなど、適切な案内を行うこと。 

（４）受託者は、委託者の指示に従い、清掃作業を行うものとする。 

（５）業務履行開始前に次に掲げる者を選任のうえ、名簿を自動車本部営業課及び所管営業所に提出するものとす

る。 

  ア 業務管理者 

業務管理者は、委託者と事業計画その他必要となる調整を行うとともに、事業全体の進行管理を行う者を

選任すること。なお、横浜市の優先調達方針の対象となる障害者就労施設等に常勤する者とする。 

イ 監督員 

監督員は、作業員とともに履行場所に配置し、作業監督及び緊急時の対応を行う者として選任を行うこと。 

  ウ 作業員 

作業員は、横浜市の優先調達方針の対象となる障害者就労施設等に入所・通所する障害者のうち、定期清

掃等を安全に遂行することができる者を選任すること。なお、その判断は受託者が責任を持って判定する。 

（６）天候不良等による作業に適さない状況の場合は順延するものとする。また、気温が著しく高い場合は委託者

の許可を得て、延期又は中止とする。作業開始前に光化学スモッグ注意報又は警報が発令された場合は延期又

は中止とする。また、作業開始後に光化学スモッグ注意報又は警報が発令された場合はその時点で中止とする。 

（７）受託者は、履行前に所管営業所と打ち合わせを行い、開始時間等実施に際しての詳細を別途定めるものとす

る。また、毎月末日までに翌月分の予定表を委託者に提出する。 

（８）貸与品 

 ア スタッフ着用品 

   履行前に予備を含め貸与するので、監督員及び作業員は業務履行時に必ず着用すること。また、貸与品に

ついては、事前に借用書を提出すること。汚損した場合の洗濯等は受託者の負担で行うものとし、履行期間

終了後は、洗濯等を行なった後、速やかに返却すること。 

   なお、やむを得ない理由により、破損した場合は、その理由を添えて委託者に申し出ること。 

 イ 清掃用具 

   当該業務履行に必要な用具については、原則として受託者が準備をする。ただし、両者協議のうえ委託者

が必要と認める用具については、委託者の貸与によることができる。 
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（９）完了報告及び履行確認 

ア 業務管理者は、業務を行った月ごと、あらかじめ委託者の承認をうけた様式により、完了報告書を作成す

ること。 

イ 完了報告書には、作業実績がわかるよう、作業前後の現場状況や回収した廃棄物等の量がわかる画像を添

付すること。 

ウ 履行確認は、ア及びイにより提出を受けた完了報告書の書面にて確認を行う。 

（10）請求方法及び支払い方法 

   受託者の請求に基づき、委託者が口座振替払いにより支払うものとする。 

（11）作業に用いる清掃器材等の運搬や作業員の移動のための一切の費用は、受託者が負担する。 

（12）委託者が指示した場所以外には、委託者の許可なくみだりに立ち入ることを禁ずる。 

（13）法令の遵守 

受託者は、当該事業を遂行するにあたっては、本仕様書のほか関連法令を遵守するものとする。 

   なお、本仕様書に定めのない事項又は本仕様書に疑義が生じた場合は、両者協議のうえ決定する。 

（14）委託者の解除権 

   委託者は、受託者が次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

  ア 正当な理由なく、契約の履行に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。 

  イ 前４(1) の受託資格の要件を満たすことができなくなったとき。 

  ウ この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。 

（15）本仕様書の有効期間は、契約の有効期間と同様とする。 
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個人情報の保護等に関する特記仕様書 

 

 

個人情報の保護等に関する遵守事項は次のとおりとする。（適用はレ） 

 

１ 「個人情報取扱特記事項」について 

☐  本契約は「個人情報取扱特記事項」を適用する。 

受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、本特記

事項を遵守しなければならない。 

 

☑  本契約は「個人情報取扱特記事項」を適用しない。ただし、契約の途中で、この契約に

よる事務を処理するための個人情報の取扱いが必要となったときは、「個人情報取扱特記

事項」を適用し、受託者は本特記事項を遵守しなければならない。 

 

なお、特記事項の規定中「横浜市長」とあるのは「横浜市交通事業管理者」と読み替える

ものとする。 

また、安全管理措置報告書（第１号様式）、研修実施報告書・誓約書（第２号様式）及び研

修実施明細書（別紙）の提出先は、横浜市交通事業管理者とする。 

工事（製造を含む。）においては、「委託者」とあるのは「発注者」と、「受託者」とあるの

は「請負人」と、「再受託者」とあるのは「下請負人」と読み替えるものとする。 

 

 

２ 「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」について（工事（製造を含む。）は対

象外） 

☐  本契約は「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」を適用する。 

受託者は、この契約に基づき電子計算機処理等の事務を行う場合には、その遂行にあた

って、本特記事項を遵守しなければならない。 
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委託担当

1

2

3 ■期間　令和８年４月１日から令和９年３月31日まで

□期限　平成　　年　　月　　日まで

4 □確定契約 ■概算契約

5

6 ■ 不要

□ 要（　　月　　日　　時　　分、　場所 ）

7

8

（　12　回以内）

部分払

■ する

□ しない

現 場 説 明

委 託 概 要 十日市場駅バスターミナル内の清掃作業及び

バス停ポール清掃等の業務

履 行 期 間

又 は 期 限

契 約 区 分

その他特約事項

設　 計　 書

委 託 名 　令和８年度バスターミナル清掃業務（十日市場駅）

履 行 場 所 十日市場駅バスターミナル(横浜市緑区十日市場町805)

令和８年度 自動車事業会計 第 02款第 01項第 60目第 63節第 63細節 委託料

受 付
番 号

種 目 番 号

連 絡 先
312

自動車本部営業課管理係 担当者 伊藤

電　話 671-3189
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※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額

※概算数量の場合は、数量及び金額を（　）で囲む。

消費税及び地方消費税相当額 ￥ 43,992

委 託 代 金 額 ￥ 483,912 ．－

．－

内 訳 業 務 価 格 ￥ 439,920 ．－

清掃業務 ３月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 ２月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 １月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 12月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 11月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 10月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 ９月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 ８月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 ７月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 ６月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 ５月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 ４月 (4) 回 9,165 (36,660)

部 分 払 の 基 準

業務内容
履行

予定月
数量 単位 単価 金額
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※　概算数量の場合は、数量及び金額を（　）で囲む

合計 (483,912)

消費税及び地方消費税額 10 % (43,992)

計 (48) 回 (439,920)

一般管理費 (48) 回 165 (7,920)

作業員 (48) 回 6,000 (288,000)

監督員 (48) 回 3,000 (144,000)

名　　称 形 状 寸 法 等 数 量 単 位 単 価（円） 金額（円） 摘 要

内 訳 書

3



 

バスターミナル清掃委託 仕様書 

横浜市交通局 自動車本部営業課 

 

 

本仕様書は、バスターミナル清掃委託（以下「清掃業務」という。）を委託する契約について適用するものとし、

その履行の際には、本仕様書の他、「委託契約約款」及び法令等を遵守するものとする。 

本仕様書に記載する「委託者」とは横浜市交通局（横浜市交通事業管理者）をいい、「受託者」とは受託事業者を

いう。 

 

１ 定期清掃等の目的 

 バス停の環境向上を図ることによる市営バスをご利用になられるお客様の満足度向上に加え、委託者が地方公営

企業として障害者の社会参加の機会を創出し、就労促進に寄与するため、障害者施設との協働を推進することを目

的として実施する業務委託である。 

 

２ 履行場所と1回あたり作業時間の目安 

ターミナル名 区域 作業時間 所管営業所 電話番号 

十日市場駅 緑区 1.5時間 若葉台 ９２１－０５８１ 

 

３ 履行期間 

 令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

 

４ 受託者としての要件 

（１）受託資格 

委託業務がバス運行中のターミナル内作業であり、これまでの実施の状況を踏まえ、安全確保等の観点から

受託者は次の基本的要件を全て満たすものとする。 

ア 委託業務について安全かつ確実に遂行する能力をもつ作業員を、責任をもって選任できること。 

イ 作業員個々の体力や適性、不得手な事柄を十分に理解し、作業員のサポートや安全に配慮できる能力・経

験を有する監督員が常に随行できること。 

ウ 当該ターミナルと原則同一区内に所在する障害者施設であること。 

エ 清掃用具を携行した作業員を自動車等により現地作業場所へ送迎できること（現地ターミナルへの駐車は

不可のため。ただし、ターミナルによっては駅等に用具を置いておくことが可能な場合もあり、別途協議す

る。）。 

オ 作業中の不慮の事故に対応する保険に加入していること。 

 

５ 委託内容 

受託者は、定期清掃等の重要性を理解し、十分な作業員教育を行い、現状維持ではなく日々美観を向上する姿

勢で取り組むこととする。 

（１）清掃委託については、各ターミナルにおいて月４回（週１回程度）実施するものとする。また、１回の作業

時間は前述２のとおりとする。 

（２）清掃対象は、バスターミナル全体及びバスターミナル内のバス停ポールとする。 

（３）定期清掃等の種別は次のとおりとする。 
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  ア バスターミナル全体清掃 

バスターミナル内及びバス停留所付近に散乱する廃棄物、吸殻、空き缶、ペットボトル等を回収するとと

もに、横浜市が指定する分別方法に基づき、分別したうえで、所管営業所の指示に従い、委託者に引き渡す

こと。 

  イ バスターミナル内のバス停ポール清掃 

バスターミナル内に設置されているバス停ポール（標柱・時刻表等）に付着した汚れを水拭きその他の方

法により除去すること。 

ウ 点検作業 

業務中にベンチの破損、バス停上屋電灯の不具合や時刻表はがれなど、委託者の関連施設に異常が認めら

れた場合は、業務終了後、所管営業所にその旨を報告すること。 

 エ お客様対応等 

受託者は当該業務履行中、バス停留所でお待ちになっているお客様その他の方から、市営バスに関するお

問合せがあった場合は、所管営業所の連絡先をご案内すること。 

なお、横浜市が実施する事業に関するお問合せがあった場合、横浜市コールセンターの電話番号を案内す

るなど、適切な案内を行うこと。 

（４）受託者は、委託者の指示に従い、清掃作業を行うものとする。 

（５）業務履行開始前に次に掲げる者を選任のうえ、名簿を自動車本部営業課及び所管営業所に提出するものとす

る。 

  ア 業務管理者 

業務管理者は、委託者と事業計画その他必要となる調整を行うとともに、事業全体の進行管理を行う者を

選任すること。なお、横浜市の優先調達方針の対象となる障害者就労施設等に常勤する者とする。 

イ 監督員 

監督員は、作業員とともに履行場所に配置し、作業監督及び緊急時の対応を行う者として選任を行うこと。 

  ウ 作業員 

作業員は、横浜市の優先調達方針の対象となる障害者就労施設等に入所・通所する障害者のうち、定期清

掃等を安全に遂行することができる者を選任すること。なお、その判断は受託者が責任を持って判定する。 

（６）天候不良等による作業に適さない状況の場合は順延するものとする。また、気温が著しく高い場合は委託者

の許可を得て、延期又は中止とする。作業開始前に光化学スモッグ注意報又は警報が発令された場合は延期又

は中止とする。また、作業開始後に光化学スモッグ注意報又は警報が発令された場合はその時点で中止とする。 

（７）受託者は、履行前に所管営業所と打ち合わせを行い、開始時間等実施に際しての詳細を別途定めるものとす

る。また、毎月末日までに翌月分の予定表を委託者に提出する。 

（８）貸与品 

 ア スタッフ着用品 

   履行前に予備を含め貸与するので、監督員及び作業員は業務履行時に必ず着用すること。また、貸与品に

ついては、事前に借用書を提出すること。汚損した場合の洗濯等は受託者の負担で行うものとし、履行期間

終了後は、洗濯等を行なった後、速やかに返却すること。 

   なお、やむを得ない理由により、破損した場合は、その理由を添えて委託者に申し出ること。 

 イ 清掃用具 

   当該業務履行に必要な用具については、原則として受託者が準備をする。ただし、両者協議のうえ委託者

が必要と認める用具については、委託者の貸与によることができる。 
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（９）完了報告及び履行確認 

ア 業務管理者は、業務を行った月ごと、あらかじめ委託者の承認をうけた様式により、完了報告書を作成す

ること。 

イ 完了報告書には、作業実績がわかるよう、作業前後の現場状況や回収した廃棄物等の量がわかる画像を添

付すること。 

ウ 履行確認は、ア及びイにより提出を受けた完了報告書の書面にて確認を行う。 

（10）請求方法及び支払い方法 

   受託者の請求に基づき、委託者が口座振替払いにより支払うものとする。 

（11）作業に用いる清掃器材等の運搬や作業員の移動のための一切の費用は、受託者が負担する。 

（12）委託者が指示した場所以外には、委託者の許可なくみだりに立ち入ることを禁ずる。 

（13）法令の遵守 

受託者は、当該事業を遂行するにあたっては、本仕様書のほか関連法令を遵守するものとする。 

   なお、本仕様書に定めのない事項又は本仕様書に疑義が生じた場合は、両者協議のうえ決定する。 

（14）委託者の解除権 

   委託者は、受託者が次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

  ア 正当な理由なく、契約の履行に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。 

  イ 前４(1) の受託資格の要件を満たすことができなくなったとき。 

  ウ この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。 

（15）本仕様書の有効期間は、契約の有効期間と同様とする。 
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個人情報の保護等に関する特記仕様書 

 

 

個人情報の保護等に関する遵守事項は次のとおりとする。（適用はレ） 

 

１ 「個人情報取扱特記事項」について 

☐  本契約は「個人情報取扱特記事項」を適用する。 

受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、本特記

事項を遵守しなければならない。 

 

☑  本契約は「個人情報取扱特記事項」を適用しない。ただし、契約の途中で、この契約に

よる事務を処理するための個人情報の取扱いが必要となったときは、「個人情報取扱特記

事項」を適用し、受託者は本特記事項を遵守しなければならない。 

 

なお、特記事項の規定中「横浜市長」とあるのは「横浜市交通事業管理者」と読み替える

ものとする。 

また、安全管理措置報告書（第１号様式）、研修実施報告書・誓約書（第２号様式）及び研

修実施明細書（別紙）の提出先は、横浜市交通事業管理者とする。 

工事（製造を含む。）においては、「委託者」とあるのは「発注者」と、「受託者」とあるの

は「請負人」と、「再受託者」とあるのは「下請負人」と読み替えるものとする。 

 

 

２ 「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」について（工事（製造を含む。）は対

象外） 

☐  本契約は「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」を適用する。 

受託者は、この契約に基づき電子計算機処理等の事務を行う場合には、その遂行にあた

って、本特記事項を遵守しなければならない。 
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委託担当

1

2

3 ■期間　令和８年４月１日から令和９年３月31日まで

□期限　平成　　年　　月　　日まで

4 □確定契約 ■概算契約

5

6 ■ 不要

□ 要（　　月　　日　　時　　分、　場所 ）

7

8

（　12　回以内）

部分払

■ する

□ しない

現 場 説 明

委 託 概 要 横浜駅西口バスターミナル内の清掃作業及び

バス停ポール清掃等の業務

履 行 期 間

又 は 期 限

契 約 区 分

その他特約事項

設　 計　 書

委 託 名 　令和８年度バスターミナル清掃業務（横浜駅西口）

履 行 場 所 横浜駅西口バスターミナル(横浜市西区南幸１‐１)

令和８年度 自動車事業会計 第 02款第 01項第 60目第 63節第 63細節 委託料

受 付
番 号

種 目 番 号

連 絡 先
312

自動車本部営業課管理係 担当者 伊藤

電　話 671-3189

1



※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額

※概算数量の場合は、数量及び金額を（　）で囲む。

消費税及び地方消費税相当額 ￥ 43,992

委 託 代 金 額 ￥ 483,912 ．－

．－

内 訳 業 務 価 格 ￥ 439,920 ．－

清掃業務 ３月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 ２月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 １月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 12月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 11月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 10月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 ９月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 ８月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 ７月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 ６月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 ５月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 ４月 (4) 回 9,165 (36,660)

部 分 払 の 基 準

業務内容
履行

予定月
数量 単位 単価 金額

2



※　概算数量の場合は、数量及び金額を（　）で囲む

合計 (483,912)

消費税及び地方消費税額 10 % (43,992)

計 (48) 回 (439,920)

一般管理費 (48) 回 165 (7,920)

作業員 (48) 回 6,000 (288,000)

監督員 (48) 回 3,000 (144,000)

名　　称 形 状 寸 法 等 数 量 単 位 単 価（円） 金額（円） 摘 要

内 訳 書
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バスターミナル清掃委託 仕様書 

横浜市交通局 自動車本部営業課 

 

 

本仕様書は、バスターミナル清掃委託（以下「清掃業務」という。）を委託する契約について適用するものとし、

その履行の際には、本仕様書の他、「委託契約約款」及び法令等を遵守するものとする。 

本仕様書に記載する「委託者」とは横浜市交通局（横浜市交通事業管理者）をいい、「受託者」とは受託事業者を

いう。 

 

１ 定期清掃等の目的 

 バス停の環境向上を図ることによる市営バスをご利用になられるお客様の満足度向上に加え、委託者が地方公営

企業として障害者の社会参加の機会を創出し、就労促進に寄与するため、障害者施設との協働を推進することを目

的として実施する業務委託である。 

 

２ 履行場所と1回あたり作業時間の目安 

ターミナル名 区域 作業時間 所管営業所 電話番号 

横浜駅西口 西区 1.5時間 浅間町 ３１１－２２５１ 

 

３ 履行期間 

 令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

 

４ 受託者としての要件 

（１）受託資格 

委託業務がバス運行中のターミナル内作業であり、これまでの実施の状況を踏まえ、安全確保等の観点から

受託者は次の基本的要件を全て満たすものとする。 

ア 委託業務について安全かつ確実に遂行する能力をもつ作業員を、責任をもって選任できること。 

イ 作業員個々の体力や適性、不得手な事柄を十分に理解し、作業員のサポートや安全に配慮できる能力・経

験を有する監督員が常に随行できること。 

ウ 当該ターミナルと原則同一区内に所在する障害者施設であること。 

エ 清掃用具を携行した作業員を自動車等により現地作業場所へ送迎できること（現地ターミナルへの駐車は

不可のため。ただし、ターミナルによっては駅等に用具を置いておくことが可能な場合もあり、別途協議す

る。）。 

オ 作業中の不慮の事故に対応する保険に加入していること。 

 

５ 委託内容 

受託者は、定期清掃等の重要性を理解し、十分な作業員教育を行い、現状維持ではなく日々美観を向上する姿

勢で取り組むこととする。 

（１）清掃委託については、各ターミナルにおいて月４回（週１回程度）実施するものとする。また、１回の作業

時間は前述２のとおりとする。 

（２）清掃対象は、バスターミナル全体及びバスターミナル内のバス停ポールとする。 

（３）定期清掃等の種別は次のとおりとする。 
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  ア バスターミナル全体清掃 

バスターミナル内及びバス停留所付近に散乱する廃棄物、吸殻、空き缶、ペットボトル等を回収するとと

もに、横浜市が指定する分別方法に基づき、分別したうえで、所管営業所の指示に従い、委託者に引き渡す

こと。 

  イ バスターミナル内のバス停ポール清掃 

バスターミナル内に設置されているバス停ポール（標柱・時刻表等）に付着した汚れを水拭きその他の方

法により除去すること。 

ウ 点検作業 

業務中にベンチの破損、バス停上屋電灯の不具合や時刻表はがれなど、委託者の関連施設に異常が認めら

れた場合は、業務終了後、所管営業所にその旨を報告すること。 

 エ お客様対応等 

受託者は当該業務履行中、バス停留所でお待ちになっているお客様その他の方から、市営バスに関するお

問合せがあった場合は、所管営業所の連絡先をご案内すること。 

なお、横浜市が実施する事業に関するお問合せがあった場合、横浜市コールセンターの電話番号を案内す

るなど、適切な案内を行うこと。 

（４）受託者は、委託者の指示に従い、清掃作業を行うものとする。 

（５）業務履行開始前に次に掲げる者を選任のうえ、名簿を自動車本部営業課及び所管営業所に提出するものとす

る。 

  ア 業務管理者 

業務管理者は、委託者と事業計画その他必要となる調整を行うとともに、事業全体の進行管理を行う者を

選任すること。なお、横浜市の優先調達方針の対象となる障害者就労施設等に常勤する者とする。 

イ 監督員 

監督員は、作業員とともに履行場所に配置し、作業監督及び緊急時の対応を行う者として選任を行うこと。 

  ウ 作業員 

作業員は、横浜市の優先調達方針の対象となる障害者就労施設等に入所・通所する障害者のうち、定期清

掃等を安全に遂行することができる者を選任すること。なお、その判断は受託者が責任を持って判定する。 

（６）天候不良等による作業に適さない状況の場合は順延するものとする。また、気温が著しく高い場合は委託者

の許可を得て、延期又は中止とする。作業開始前に光化学スモッグ注意報又は警報が発令された場合は延期又

は中止とする。また、作業開始後に光化学スモッグ注意報又は警報が発令された場合はその時点で中止とする。 

（７）受託者は、履行前に所管営業所と打ち合わせを行い、開始時間等実施に際しての詳細を別途定めるものとす

る。また、毎月末日までに翌月分の予定表を委託者に提出する。 

（８）貸与品 

 ア スタッフ着用品 

   履行前に予備を含め貸与するので、監督員及び作業員は業務履行時に必ず着用すること。また、貸与品に

ついては、事前に借用書を提出すること。汚損した場合の洗濯等は受託者の負担で行うものとし、履行期間

終了後は、洗濯等を行なった後、速やかに返却すること。 

   なお、やむを得ない理由により、破損した場合は、その理由を添えて委託者に申し出ること。 

 イ 清掃用具 

   当該業務履行に必要な用具については、原則として受託者が準備をする。ただし、両者協議のうえ委託者

が必要と認める用具については、委託者の貸与によることができる。 
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（９）完了報告及び履行確認 

ア 業務管理者は、業務を行った月ごと、あらかじめ委託者の承認をうけた様式により、完了報告書を作成す

ること。 

イ 完了報告書には、作業実績がわかるよう、作業前後の現場状況や回収した廃棄物等の量がわかる画像を添

付すること。 

ウ 履行確認は、ア及びイにより提出を受けた完了報告書の書面にて確認を行う。 

（10）請求方法及び支払い方法 

   受託者の請求に基づき、委託者が口座振替払いにより支払うものとする。 

（11）作業に用いる清掃器材等の運搬や作業員の移動のための一切の費用は、受託者が負担する。 

（12）委託者が指示した場所以外には、委託者の許可なくみだりに立ち入ることを禁ずる。 

（13）法令の遵守 

受託者は、当該事業を遂行するにあたっては、本仕様書のほか関連法令を遵守するものとする。 

   なお、本仕様書に定めのない事項又は本仕様書に疑義が生じた場合は、両者協議のうえ決定する。 

（14）委託者の解除権 

   委託者は、受託者が次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

  ア 正当な理由なく、契約の履行に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。 

  イ 前４(1) の受託資格の要件を満たすことができなくなったとき。 

  ウ この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。 

（15）本仕様書の有効期間は、契約の有効期間と同様とする。 
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個人情報の保護等に関する特記仕様書 

 

 

個人情報の保護等に関する遵守事項は次のとおりとする。（適用はレ） 

 

１ 「個人情報取扱特記事項」について 

☐  本契約は「個人情報取扱特記事項」を適用する。 

受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、本特記

事項を遵守しなければならない。 

 

☑  本契約は「個人情報取扱特記事項」を適用しない。ただし、契約の途中で、この契約に

よる事務を処理するための個人情報の取扱いが必要となったときは、「個人情報取扱特記

事項」を適用し、受託者は本特記事項を遵守しなければならない。 

 

なお、特記事項の規定中「横浜市長」とあるのは「横浜市交通事業管理者」と読み替える

ものとする。 

また、安全管理措置報告書（第１号様式）、研修実施報告書・誓約書（第２号様式）及び研

修実施明細書（別紙）の提出先は、横浜市交通事業管理者とする。 

工事（製造を含む。）においては、「委託者」とあるのは「発注者」と、「受託者」とあるの

は「請負人」と、「再受託者」とあるのは「下請負人」と読み替えるものとする。 

 

 

２ 「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」について（工事（製造を含む。）は対

象外） 

☐  本契約は「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」を適用する。 

受託者は、この契約に基づき電子計算機処理等の事務を行う場合には、その遂行にあた

って、本特記事項を遵守しなければならない。 
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委託担当

1

2

3 ■期間　令和８年４月１日から令和９年３月31日まで

□期限　平成　　年　　月　　日まで

4 □確定契約 ■概算契約

5

6 ■ 不要

□ 要（　　月　　日　　時　　分、　場所 ）

7

8

（　12　回以内）

部分払

■ する

□ しない

現 場 説 明

委 託 概 要 上永谷駅バスターミナル内の清掃作業及び

バス停ポール清掃等の業務

履 行 期 間

又 は 期 限

契 約 区 分

その他特約事項

設　 計　 書

委 託 名 　令和８年度バスターミナル清掃業務（上永谷駅）

履 行 場 所 上永谷駅バスターミナル（横浜市港南区丸山台１‐28）

令和８年度 自動車事業会計 第 02款第 01項第 60目第 63節第 63細節 委託料

受 付
番 号

種 目 番 号

連 絡 先
312

自動車本部営業課管理係 担当者 伊藤

電　話 671-3189

1



※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額

※概算数量の場合は、数量及び金額を（　）で囲む。

消費税及び地方消費税相当額 ￥ 43,992

委 託 代 金 額 ￥ 483,912 ．－

．－

内 訳 業 務 価 格 439,920 ．－

清掃業務 ３月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 ２月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 １月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 12月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 11月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 10月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 ９月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 ８月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 ７月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 ６月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 ５月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 ４月 (4) 回 9,165 (36,660)

部 分 払 の 基 準

業務内容
履行

予定月
数量 単位 単価 金額

2



※　概算数量の場合は、数量及び金額を（　）で囲む

合計 (483,912)

消費税及び地方消費税額 10 % (43,992)

計 (48) 回 (439,920)

一般管理費 (48) 回 165 (7,920)

作業員 (48) 回 6,000 (288,000)

監督員 (48) 回 3,000 (144,000)

名　　称 形 状 寸 法 等 数 量 単 位 単 価（円） 金額（円） 摘 要

内 訳 書
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バスターミナル清掃委託 仕様書 

横浜市交通局 自動車本部営業課 

 

 

本仕様書は、バスターミナル清掃委託（以下「清掃業務」という。）を委託する契約について適用するものとし、

その履行の際には、本仕様書の他、「委託契約約款」及び法令等を遵守するものとする。 

本仕様書に記載する「委託者」とは横浜市交通局（横浜市交通事業管理者）をいい、「受託者」とは受託事業者を

いう。 

 

１ 定期清掃等の目的 

 バス停の環境向上を図ることによる市営バスをご利用になられるお客様の満足度向上に加え、委託者が地方公営

企業として障害者の社会参加の機会を創出し、就労促進に寄与するため、障害者施設との協働を推進することを目

的として実施する業務委託である。 

 

２ 履行場所と1回あたり作業時間の目安 

ターミナル名 区域 作業時間 所管営業所 電話番号 

上永谷駅 港南区 1.5時間 港南 ８３３－１５１１ 

 

３ 履行期間 

 令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

 

４ 受託者としての要件 

（１）受託資格 

委託業務がバス運行中のターミナル内作業であり、これまでの実施の状況を踏まえ、安全確保等の観点から

受託者は次の基本的要件を全て満たすものとする。 

ア 委託業務について安全かつ確実に遂行する能力をもつ作業員を、責任をもって選任できること。 

イ 作業員個々の体力や適性、不得手な事柄を十分に理解し、作業員のサポートや安全に配慮できる能力・経

験を有する監督員が常に随行できること。 

ウ 当該ターミナルと原則同一区内に所在する障害者施設であること。 

エ 清掃用具を携行した作業員を自動車等により現地作業場所へ送迎できること（現地ターミナルへの駐車は

不可のため。ただし、ターミナルによっては駅等に用具を置いておくことが可能な場合もあり、別途協議す

る。）。 

オ 作業中の不慮の事故に対応する保険に加入していること。 

 

５ 委託内容 

受託者は、定期清掃等の重要性を理解し、十分な作業員教育を行い、現状維持ではなく日々美観を向上する姿

勢で取り組むこととする。 

（１）清掃委託については、各ターミナルにおいて月４回（週１回程度）実施するものとする。また、１回の作業

時間は前述２のとおりとする。 

（２）清掃対象は、バスターミナル全体及びバスターミナル内のバス停ポールとする。 

（３）定期清掃等の種別は次のとおりとする。 
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  ア バスターミナル全体清掃 

バスターミナル内及びバス停留所付近に散乱する廃棄物、吸殻、空き缶、ペットボトル等を回収するとと

もに、横浜市が指定する分別方法に基づき、分別したうえで、所管営業所の指示に従い、委託者に引き渡す

こと。 

  イ バスターミナル内のバス停ポール清掃 

バスターミナル内に設置されているバス停ポール（標柱・時刻表等）に付着した汚れを水拭きその他の方

法により除去すること。 

ウ 点検作業 

業務中にベンチの破損、バス停上屋電灯の不具合や時刻表はがれなど、委託者の関連施設に異常が認めら

れた場合は、業務終了後、所管営業所にその旨を報告すること。 

 エ お客様対応等 

受託者は当該業務履行中、バス停留所でお待ちになっているお客様その他の方から、市営バスに関するお

問合せがあった場合は、所管営業所の連絡先をご案内すること。 

なお、横浜市が実施する事業に関するお問合せがあった場合、横浜市コールセンターの電話番号を案内す

るなど、適切な案内を行うこと。 

（４）受託者は、委託者の指示に従い、清掃作業を行うものとする。 

（５）業務履行開始前に次に掲げる者を選任のうえ、名簿を自動車本部営業課及び所管営業所に提出するものとす

る。 

  ア 業務管理者 

業務管理者は、委託者と事業計画その他必要となる調整を行うとともに、事業全体の進行管理を行う者を

選任すること。なお、横浜市の優先調達方針の対象となる障害者就労施設等に常勤する者とする。 

イ 監督員 

監督員は、作業員とともに履行場所に配置し、作業監督及び緊急時の対応を行う者として選任を行うこと。 

  ウ 作業員 

作業員は、横浜市の優先調達方針の対象となる障害者就労施設等に入所・通所する障害者のうち、定期清

掃等を安全に遂行することができる者を選任すること。なお、その判断は受託者が責任を持って判定する。 

（６）天候不良等による作業に適さない状況の場合は順延するものとする。また、気温が著しく高い場合は委託者

の許可を得て、延期又は中止とする。作業開始前に光化学スモッグ注意報又は警報が発令された場合は延期又

は中止とする。また、作業開始後に光化学スモッグ注意報又は警報が発令された場合はその時点で中止とする。 

（７）受託者は、履行前に所管営業所と打ち合わせを行い、開始時間等実施に際しての詳細を別途定めるものとす

る。また、毎月末日までに翌月分の予定表を委託者に提出する。 

（８）貸与品 

 ア スタッフ着用品 

   履行前に予備を含め貸与するので、監督員及び作業員は業務履行時に必ず着用すること。また、貸与品に

ついては、事前に借用書を提出すること。汚損した場合の洗濯等は受託者の負担で行うものとし、履行期間

終了後は、洗濯等を行なった後、速やかに返却すること。 

   なお、やむを得ない理由により、破損した場合は、その理由を添えて委託者に申し出ること。 

 イ 清掃用具 

   当該業務履行に必要な用具については、原則として受託者が準備をする。ただし、両者協議のうえ委託者

が必要と認める用具については、委託者の貸与によることができる。 
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（９）完了報告及び履行確認 

ア 業務管理者は、業務を行った月ごと、あらかじめ委託者の承認をうけた様式により、完了報告書を作成す

ること。 

イ 完了報告書には、作業実績がわかるよう、作業前後の現場状況や回収した廃棄物等の量がわかる画像を添

付すること。 

ウ 履行確認は、ア及びイにより提出を受けた完了報告書の書面にて確認を行う。 

（10）請求方法及び支払い方法 

   受託者の請求に基づき、委託者が口座振替払いにより支払うものとする。 

（11）作業に用いる清掃器材等の運搬や作業員の移動のための一切の費用は、受託者が負担する。 

（12）委託者が指示した場所以外には、委託者の許可なくみだりに立ち入ることを禁ずる。 

（13）法令の遵守 

受託者は、当該事業を遂行するにあたっては、本仕様書のほか関連法令を遵守するものとする。 

   なお、本仕様書に定めのない事項又は本仕様書に疑義が生じた場合は、両者協議のうえ決定する。 

（14）委託者の解除権 

   委託者は、受託者が次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

  ア 正当な理由なく、契約の履行に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。 

  イ 前４(1) の受託資格の要件を満たすことができなくなったとき。 

  ウ この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。 

（15）本仕様書の有効期間は、契約の有効期間と同様とする。 
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個人情報の保護等に関する特記仕様書 

 

 

個人情報の保護等に関する遵守事項は次のとおりとする。（適用はレ） 

 

１ 「個人情報取扱特記事項」について 

☐  本契約は「個人情報取扱特記事項」を適用する。 

受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、本特記

事項を遵守しなければならない。 

 

☑  本契約は「個人情報取扱特記事項」を適用しない。ただし、契約の途中で、この契約に

よる事務を処理するための個人情報の取扱いが必要となったときは、「個人情報取扱特記

事項」を適用し、受託者は本特記事項を遵守しなければならない。 

 

なお、特記事項の規定中「横浜市長」とあるのは「横浜市交通事業管理者」と読み替える

ものとする。 

また、安全管理措置報告書（第１号様式）、研修実施報告書・誓約書（第２号様式）及び研

修実施明細書（別紙）の提出先は、横浜市交通事業管理者とする。 

工事（製造を含む。）においては、「委託者」とあるのは「発注者」と、「受託者」とあるの

は「請負人」と、「再受託者」とあるのは「下請負人」と読み替えるものとする。 

 

 

２ 「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」について（工事（製造を含む。）は対

象外） 

☐  本契約は「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」を適用する。 

受託者は、この契約に基づき電子計算機処理等の事務を行う場合には、その遂行にあた

って、本特記事項を遵守しなければならない。 
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委託担当

1

2

3 ■期間　令和８年４月１日から令和９年３月31日まで

□期限　平成　　年　　月　　日まで

4 □確定契約 ■概算契約

5

6 ■ 不要

□ 要（　　月　　日　　時　　分、　場所 ）

7

8

（　12　回以内）

部分払

■ する

□ しない

現 場 説 明

委 託 概 要 センター南駅バスターミナル内の清掃作業及び

バス停ポール清掃等の業務

履 行 期 間

又 は 期 限

契 約 区 分

その他特約事項

設　 計　 書

委 託 名 　令和８年度バスターミナル清掃業務（センター南駅）

履 行 場 所 センター南駅バスターミナル(横浜市都筑区茅ヶ崎中央１)

令和８年度 自動車事業会計 第 02款第 01項第 60目第 63節第 63細節 委託料

受 付
番 号

種 目 番 号

連 絡 先
312

自動車本部営業課管理係 担当者 伊藤

電　話 671-3189

1



※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額

※概算数量の場合は、数量及び金額を（　）で囲む。

消費税及び地方消費税相当額 ￥ 43,992

委 託 代 金 額 ￥ 483,912 ．－

．－

内 訳 業 務 価 格 ￥ 439,920 ．－

清掃業務 ３月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 ２月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 １月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 12月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 11月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 10月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 ９月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 ８月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 ７月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 ６月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 ５月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 ４月 (4) 回 9,165 (36,660)

部 分 払 の 基 準

業務内容
履行

予定月
数量 単位 単価 金額

2



※　概算数量の場合は、数量及び金額を（　）で囲む

合計 (483,912)

消費税及び地方消費税額 10 % (43,992)

計 (48) 回 (439,920)

一般管理費 (48) 回 165 (7,920)

作業員 (48) 回 6,000 (288,000)

監督員 (48) 回 3,000 (144,000)

名　　称 形 状 寸 法 等 数 量 単 位 単 価（円） 金額（円） 摘 要

内 訳 書
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バスターミナル清掃委託 仕様書 

横浜市交通局 自動車本部営業課 

 

 

本仕様書は、バスターミナル清掃委託（以下「清掃業務」という。）を委託する契約について適用するものとし、

その履行の際には、本仕様書の他、「委託契約約款」及び法令等を遵守するものとする。 

本仕様書に記載する「委託者」とは横浜市交通局（横浜市交通事業管理者）をいい、「受託者」とは受託事業者を

いう。 

 

１ 定期清掃等の目的 

 バス停の環境向上を図ることによる市営バスをご利用になられるお客様の満足度向上に加え、委託者が地方公営

企業として障害者の社会参加の機会を創出し、就労促進に寄与するため、障害者施設との協働を推進することを目

的として実施する業務委託である。 

 

２ 履行場所と1回あたり作業時間の目安 

ターミナル名 区域 作業時間 所管営業所 電話番号 

センター南駅 都筑区 1.5時間 港北 ５４５－１８０４ 

 

３ 履行期間 

 令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

 

４ 受託者としての要件 

（１）受託資格 

委託業務がバス運行中のターミナル内作業であり、これまでの実施の状況を踏まえ、安全確保等の観点から

受託者は次の基本的要件を全て満たすものとする。 

ア 委託業務について安全かつ確実に遂行する能力をもつ作業員を、責任をもって選任できること。 

イ 作業員個々の体力や適性、不得手な事柄を十分に理解し、作業員のサポートや安全に配慮できる能力・経

験を有する監督員が常に随行できること。 

ウ 当該ターミナルと原則同一区内に所在する障害者施設であること。 

エ 清掃用具を携行した作業員を自動車等により現地作業場所へ送迎できること（現地ターミナルへの駐車は

不可のため。ただし、ターミナルによっては駅等に用具を置いておくことが可能な場合もあり、別途協議す

る。）。 

オ 作業中の不慮の事故に対応する保険に加入していること。 

 

５ 委託内容 

受託者は、定期清掃等の重要性を理解し、十分な作業員教育を行い、現状維持ではなく日々美観を向上する姿

勢で取り組むこととする。 

（１）清掃委託については、各ターミナルにおいて月４回（週１回程度）実施するものとする。また、１回の作業

時間は前述２のとおりとする。 

（２）清掃対象は、バスターミナル全体及びバスターミナル内のバス停ポールとする。 

（３）定期清掃等の種別は次のとおりとする。 
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  ア バスターミナル全体清掃 

バスターミナル内及びバス停留所付近に散乱する廃棄物、吸殻、空き缶、ペットボトル等を回収するとと

もに、横浜市が指定する分別方法に基づき、分別したうえで、所管営業所の指示に従い、委託者に引き渡す

こと。 

  イ バスターミナル内のバス停ポール清掃 

バスターミナル内に設置されているバス停ポール（標柱・時刻表等）に付着した汚れを水拭きその他の方

法により除去すること。 

ウ 点検作業 

業務中にベンチの破損、バス停上屋電灯の不具合や時刻表はがれなど、委託者の関連施設に異常が認めら

れた場合は、業務終了後、所管営業所にその旨を報告すること。 

 エ お客様対応等 

受託者は当該業務履行中、バス停留所でお待ちになっているお客様その他の方から、市営バスに関するお

問合せがあった場合は、所管営業所の連絡先をご案内すること。 

なお、横浜市が実施する事業に関するお問合せがあった場合、横浜市コールセンターの電話番号を案内す

るなど、適切な案内を行うこと。 

（４）受託者は、委託者の指示に従い、清掃作業を行うものとする。 

（５）業務履行開始前に次に掲げる者を選任のうえ、名簿を自動車本部営業課及び所管営業所に提出するものとす

る。 

  ア 業務管理者 

業務管理者は、委託者と事業計画その他必要となる調整を行うとともに、事業全体の進行管理を行う者を

選任すること。なお、横浜市の優先調達方針の対象となる障害者就労施設等に常勤する者とする。 

イ 監督員 

監督員は、作業員とともに履行場所に配置し、作業監督及び緊急時の対応を行う者として選任を行うこと。 

  ウ 作業員 

作業員は、横浜市の優先調達方針の対象となる障害者就労施設等に入所・通所する障害者のうち、定期清

掃等を安全に遂行することができる者を選任すること。なお、その判断は受託者が責任を持って判定する。 

（６）天候不良等による作業に適さない状況の場合は順延するものとする。また、気温が著しく高い場合は委託者

の許可を得て、延期又は中止とする。作業開始前に光化学スモッグ注意報又は警報が発令された場合は延期又

は中止とする。また、作業開始後に光化学スモッグ注意報又は警報が発令された場合はその時点で中止とする。 

（７）受託者は、履行前に所管営業所と打ち合わせを行い、開始時間等実施に際しての詳細を別途定めるものとす

る。また、毎月末日までに翌月分の予定表を委託者に提出する。 

（８）貸与品 

 ア スタッフ着用品 

   履行前に予備を含め貸与するので、監督員及び作業員は業務履行時に必ず着用すること。また、貸与品に

ついては、事前に借用書を提出すること。汚損した場合の洗濯等は受託者の負担で行うものとし、履行期間

終了後は、洗濯等を行なった後、速やかに返却すること。 

   なお、やむを得ない理由により、破損した場合は、その理由を添えて委託者に申し出ること。 

 イ 清掃用具 

   当該業務履行に必要な用具については、原則として受託者が準備をする。ただし、両者協議のうえ委託者

が必要と認める用具については、委託者の貸与によることができる。 
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（９）完了報告及び履行確認 

ア 業務管理者は、業務を行った月ごと、あらかじめ委託者の承認をうけた様式により、完了報告書を作成す

ること。 

イ 完了報告書には、作業実績がわかるよう、作業前後の現場状況や回収した廃棄物等の量がわかる画像を添

付すること。 

ウ 履行確認は、ア及びイにより提出を受けた完了報告書の書面にて確認を行う。 

（10）請求方法及び支払い方法 

   受託者の請求に基づき、委託者が口座振替払いにより支払うものとする。 

（11）作業に用いる清掃器材等の運搬や作業員の移動のための一切の費用は、受託者が負担する。 

（12）委託者が指示した場所以外には、委託者の許可なくみだりに立ち入ることを禁ずる。 

（13）法令の遵守 

受託者は、当該事業を遂行するにあたっては、本仕様書のほか関連法令を遵守するものとする。 

   なお、本仕様書に定めのない事項又は本仕様書に疑義が生じた場合は、両者協議のうえ決定する。 

（14）委託者の解除権 

   委託者は、受託者が次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

  ア 正当な理由なく、契約の履行に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。 

  イ 前４(1) の受託資格の要件を満たすことができなくなったとき。 

  ウ この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。 

（15）本仕様書の有効期間は、契約の有効期間と同様とする。 
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個人情報の保護等に関する特記仕様書 

 

 

個人情報の保護等に関する遵守事項は次のとおりとする。（適用はレ） 

 

１ 「個人情報取扱特記事項」について 

☐  本契約は「個人情報取扱特記事項」を適用する。 

受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、本特記

事項を遵守しなければならない。 

 

☑  本契約は「個人情報取扱特記事項」を適用しない。ただし、契約の途中で、この契約に

よる事務を処理するための個人情報の取扱いが必要となったときは、「個人情報取扱特記

事項」を適用し、受託者は本特記事項を遵守しなければならない。 

 

なお、特記事項の規定中「横浜市長」とあるのは「横浜市交通事業管理者」と読み替える

ものとする。 

また、安全管理措置報告書（第１号様式）、研修実施報告書・誓約書（第２号様式）及び研

修実施明細書（別紙）の提出先は、横浜市交通事業管理者とする。 

工事（製造を含む。）においては、「委託者」とあるのは「発注者」と、「受託者」とあるの

は「請負人」と、「再受託者」とあるのは「下請負人」と読み替えるものとする。 

 

 

２ 「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」について（工事（製造を含む。）は対

象外） 

☐  本契約は「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」を適用する。 

受託者は、この契約に基づき電子計算機処理等の事務を行う場合には、その遂行にあた

って、本特記事項を遵守しなければならない。 
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委託担当

1

2

3 ■期間　令和８年４月１日から令和９年３月31日まで

□期限　平成　　年　　月　　日まで

4 □確定契約 ■概算契約

5

6 ■ 不要

□ 要（　　月　　日　　時　　分、　場所 ）

7

8

（　12　回以内）

部分払

■ する

□ しない

現 場 説 明

委 託 概 要 港南台駅バスターミナル内の清掃作業及び

バス停ポール清掃等の業務

履 行 期 間

又 は 期 限

契 約 区 分

その他特約事項

設　 計　 書

委 託 名 　令和８年度バスターミナル清掃業務（港南台駅）

履 行 場 所 港南台駅バスターミナル（横浜市港南区港南台３‐１‐３）

令和８年度 自動車事業会計 第 02款第 01項第 60目第 63節第 63細節 委託料

受 付
番 号

種 目 番 号

連 絡 先
312

自動車本部営業課管理係 担当者 伊藤

電　話 671-3189

1



※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額

※概算数量の場合は、数量及び金額を（　）で囲む。

消費税及び地方消費税相当額 ￥ 43,992

委 託 代 金 額 ￥ 483,912 ．－

．－

内 訳 業 務 価 格 ￥ 439,920 ．－

清掃業務 ３月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 ２月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 １月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 12月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 11月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 10月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 ９月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 ８月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 ７月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 ６月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 ５月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 ４月 (4) 回 9,165 (36,660)

部 分 払 の 基 準

業務内容
履行

予定月
数量 単位 単価 金額

2



※　概算数量の場合は、数量及び金額を（　）で囲む

合計 (483,912)

消費税及び地方消費税額 10 % (43,992)

計 (48) 回 (439,920)

一般管理費 (48) 回 165 (7,920)

作業員 (48) 回 6,000 (288,000)

監督員 (48) 回 3,000 (144,000)

名　　称 形 状 寸 法 等 数 量 単 位 単 価（円） 金額（円） 摘 要

内 訳 書

3



 

バスターミナル清掃委託 仕様書 

横浜市交通局 自動車本部営業課 

 

 

本仕様書は、バスターミナル清掃委託（以下「清掃業務」という。）を委託する契約について適用するものとし、

その履行の際には、本仕様書の他、「委託契約約款」及び法令等を遵守するものとする。 

本仕様書に記載する「委託者」とは横浜市交通局（横浜市交通事業管理者）をいい、「受託者」とは受託事業者を

いう。 

 

１ 定期清掃等の目的 

 バス停の環境向上を図ることによる市営バスをご利用になられるお客様の満足度向上に加え、委託者が地方公営

企業として障害者の社会参加の機会を創出し、就労促進に寄与するため、障害者施設との協働を推進することを目

的として実施する業務委託である。 

 

２ 履行場所と1回あたり作業時間の目安 

ターミナル名 区域 作業時間 所管営業所 電話番号 

港南台駅 港南区 1.5時間 港南 ８３３－１５１１ 

 

３ 履行期間 

 令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

 

４ 受託者としての要件 

（１）受託資格 

委託業務がバス運行中のターミナル内作業であり、これまでの実施の状況を踏まえ、安全確保等の観点から

受託者は次の基本的要件を全て満たすものとする。 

ア 委託業務について安全かつ確実に遂行する能力をもつ作業員を、責任をもって選任できること。 

イ 作業員個々の体力や適性、不得手な事柄を十分に理解し、作業員のサポートや安全に配慮できる能力・経

験を有する監督員が常に随行できること。 

ウ 当該ターミナルと原則同一区内に所在する障害者施設であること。 

エ 清掃用具を携行した作業員を自動車等により現地作業場所へ送迎できること（現地ターミナルへの駐車は

不可のため。ただし、ターミナルによっては駅等に用具を置いておくことが可能な場合もあり、別途協議す

る。）。 

オ 作業中の不慮の事故に対応する保険に加入していること。 

 

５ 委託内容 

受託者は、定期清掃等の重要性を理解し、十分な作業員教育を行い、現状維持ではなく日々美観を向上する姿

勢で取り組むこととする。 

（１）清掃委託については、各ターミナルにおいて月４回（週１回程度）実施するものとする。また、１回の作業

時間は前述２のとおりとする。 

（２）清掃対象は、バスターミナル全体及びバスターミナル内のバス停ポールとする。 

（３）定期清掃等の種別は次のとおりとする。 
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  ア バスターミナル全体清掃 

バスターミナル内及びバス停留所付近に散乱する廃棄物、吸殻、空き缶、ペットボトル等を回収するとと

もに、横浜市が指定する分別方法に基づき、分別したうえで、所管営業所の指示に従い、委託者に引き渡す

こと。 

  イ バスターミナル内のバス停ポール清掃 

バスターミナル内に設置されているバス停ポール（標柱・時刻表等）に付着した汚れを水拭きその他の方

法により除去すること。 

ウ 点検作業 

業務中にベンチの破損、バス停上屋電灯の不具合や時刻表はがれなど、委託者の関連施設に異常が認めら

れた場合は、業務終了後、所管営業所にその旨を報告すること。 

 エ お客様対応等 

受託者は当該業務履行中、バス停留所でお待ちになっているお客様その他の方から、市営バスに関するお

問合せがあった場合は、所管営業所の連絡先をご案内すること。 

なお、横浜市が実施する事業に関するお問合せがあった場合、横浜市コールセンターの電話番号を案内す

るなど、適切な案内を行うこと。 

（４）受託者は、委託者の指示に従い、清掃作業を行うものとする。 

（５）業務履行開始前に次に掲げる者を選任のうえ、名簿を自動車本部営業課及び所管営業所に提出するものとす

る。 

  ア 業務管理者 

業務管理者は、委託者と事業計画その他必要となる調整を行うとともに、事業全体の進行管理を行う者を

選任すること。なお、横浜市の優先調達方針の対象となる障害者就労施設等に常勤する者とする。 

イ 監督員 

監督員は、作業員とともに履行場所に配置し、作業監督及び緊急時の対応を行う者として選任を行うこと。 

  ウ 作業員 

作業員は、横浜市の優先調達方針の対象となる障害者就労施設等に入所・通所する障害者のうち、定期清

掃等を安全に遂行することができる者を選任すること。なお、その判断は受託者が責任を持って判定する。 

（６）天候不良等による作業に適さない状況の場合は順延するものとする。また、気温が著しく高い場合は委託者

の許可を得て、延期又は中止とする。作業開始前に光化学スモッグ注意報又は警報が発令された場合は延期又

は中止とする。また、作業開始後に光化学スモッグ注意報又は警報が発令された場合はその時点で中止とする。 

（７）受託者は、履行前に所管営業所と打ち合わせを行い、開始時間等実施に際しての詳細を別途定めるものとす

る。また、毎月末日までに翌月分の予定表を委託者に提出する。 

（８）貸与品 

 ア スタッフ着用品 

   履行前に予備を含め貸与するので、監督員及び作業員は業務履行時に必ず着用すること。また、貸与品に

ついては、事前に借用書を提出すること。汚損した場合の洗濯等は受託者の負担で行うものとし、履行期間

終了後は、洗濯等を行なった後、速やかに返却すること。 

   なお、やむを得ない理由により、破損した場合は、その理由を添えて委託者に申し出ること。 

 イ 清掃用具 

   当該業務履行に必要な用具については、原則として受託者が準備をする。ただし、両者協議のうえ委託者

が必要と認める用具については、委託者の貸与によることができる。 
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（９）完了報告及び履行確認 

ア 業務管理者は、業務を行った月ごと、あらかじめ委託者の承認をうけた様式により、完了報告書を作成す

ること。 

イ 完了報告書には、作業実績がわかるよう、作業前後の現場状況や回収した廃棄物等の量がわかる画像を添

付すること。 

ウ 履行確認は、ア及びイにより提出を受けた完了報告書の書面にて確認を行う。 

（10）請求方法及び支払い方法 

   受託者の請求に基づき、委託者が口座振替払いにより支払うものとする。 

（11）作業に用いる清掃器材等の運搬や作業員の移動のための一切の費用は、受託者が負担する。 

（12）委託者が指示した場所以外には、委託者の許可なくみだりに立ち入ることを禁ずる。 

（13）法令の遵守 

受託者は、当該事業を遂行するにあたっては、本仕様書のほか関連法令を遵守するものとする。 

   なお、本仕様書に定めのない事項又は本仕様書に疑義が生じた場合は、両者協議のうえ決定する。 

（14）委託者の解除権 

   委託者は、受託者が次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

  ア 正当な理由なく、契約の履行に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。 

  イ 前４(1) の受託資格の要件を満たすことができなくなったとき。 

  ウ この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。 

（15）本仕様書の有効期間は、契約の有効期間と同様とする。 
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個人情報の保護等に関する特記仕様書 

 

 

個人情報の保護等に関する遵守事項は次のとおりとする。（適用はレ） 

 

１ 「個人情報取扱特記事項」について 

☐  本契約は「個人情報取扱特記事項」を適用する。 

受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、本特記

事項を遵守しなければならない。 

 

☑  本契約は「個人情報取扱特記事項」を適用しない。ただし、契約の途中で、この契約に

よる事務を処理するための個人情報の取扱いが必要となったときは、「個人情報取扱特記

事項」を適用し、受託者は本特記事項を遵守しなければならない。 

 

なお、特記事項の規定中「横浜市長」とあるのは「横浜市交通事業管理者」と読み替える

ものとする。 

また、安全管理措置報告書（第１号様式）、研修実施報告書・誓約書（第２号様式）及び研

修実施明細書（別紙）の提出先は、横浜市交通事業管理者とする。 

工事（製造を含む。）においては、「委託者」とあるのは「発注者」と、「受託者」とあるの

は「請負人」と、「再受託者」とあるのは「下請負人」と読み替えるものとする。 

 

 

２ 「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」について（工事（製造を含む。）は対

象外） 

☐  本契約は「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」を適用する。 

受託者は、この契約に基づき電子計算機処理等の事務を行う場合には、その遂行にあた

って、本特記事項を遵守しなければならない。 
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委託担当

1

2

3 ■期間　令和８年４月１日から令和９年３月31日まで

□期限　平成　　年　　月　　日まで

4 □確定契約 ■概算契約

5

6 ■ 不要

□ 要（　　月　　日　　時　　分、　場所 ）

7

8

（　12　回以内）

部分払

■ する

□ しない

現 場 説 明

委 託 概 要 新横浜駅バスターミナル内の清掃作業及び

バス停ポール清掃等の業務

履 行 期 間

又 は 期 限

契 約 区 分

その他特約事項

設　 計　 書

委 託 名 　令和８年度バスターミナル清掃業務（新横浜駅）

履 行 場 所 新横浜駅バスターミナル（横浜市港北区新横浜２－１）

令和８年度 自動車事業会計 第 02款第 01項第 60目第 63節第 63細節 委託料

受 付
番 号

種 目 番 号

連 絡 先
312

自動車本部営業課管理係 担当者 伊藤

電　話 671-3189

1



※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額

※概算数量の場合は、数量及び金額を（　）で囲む。

消費税及び地方消費税相当額 ￥ 43,992

委 託 代 金 額 ￥ 483,912 ．－

．－

内 訳 業 務 価 格 ￥ 439,920 ．－

清掃業務 ３月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 ２月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 １月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 12月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 11月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 10月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 ９月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 ８月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 ７月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 ６月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 ５月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 ４月 (4) 回 9,165 (36,660)

部 分 払 の 基 準

業務内容
履行

予定月
数量 単位 単価 金額

2



※　概算数量の場合は、数量及び金額を（　）で囲む

合計 (483,912)

消費税及び地方消費税額 10 % (43,992)

計 (48) 回 (439,920)

一般管理費 (48) 回 165 (7,920)

作業員 (48) 回 6,000 (288,000)

監督員 (48) 回 3,000 (144,000)

名　　称 形 状 寸 法 等 数 量 単 位 単 価（円） 金額（円） 摘 要

内 訳 書
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バスターミナル清掃委託 仕様書 

横浜市交通局 自動車本部営業課 

 

 

本仕様書は、バスターミナル清掃委託（以下「清掃業務」という。）を委託する契約について適用するものとし、

その履行の際には、本仕様書の他、「委託契約約款」及び法令等を遵守するものとする。 

本仕様書に記載する「委託者」とは横浜市交通局（横浜市交通事業管理者）をいい、「受託者」とは受託事業者を

いう。 

 

１ 定期清掃等の目的 

 バス停の環境向上を図ることによる市営バスをご利用になられるお客様の満足度向上に加え、委託者が地方公営

企業として障害者の社会参加の機会を創出し、就労促進に寄与するため、障害者施設との協働を推進することを目

的として実施する業務委託である。 

 

２ 履行場所と1回あたり作業時間の目安 

ターミナル名 区域 作業時間 所管営業所 電話番号 

新横浜駅 港北区 1.5時間 港北 ５４５－１８０４ 

 

３ 履行期間 

 令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

 

４ 受託者としての要件 

（１）受託資格 

委託業務がバス運行中のターミナル内作業であり、これまでの実施の状況を踏まえ、安全確保等の観点から

受託者は次の基本的要件を全て満たすものとする。 

ア 委託業務について安全かつ確実に遂行する能力をもつ作業員を、責任をもって選任できること。 

イ 作業員個々の体力や適性、不得手な事柄を十分に理解し、作業員のサポートや安全に配慮できる能力・経

験を有する監督員が常に随行できること。 

ウ 当該ターミナルと原則同一区内に所在する障害者施設であること。 

エ 清掃用具を携行した作業員を自動車等により現地作業場所へ送迎できること（現地ターミナルへの駐車は

不可のため。ただし、ターミナルによっては駅等に用具を置いておくことが可能な場合もあり、別途協議す

る。）。 

オ 作業中の不慮の事故に対応する保険に加入していること。 

 

５ 委託内容 

受託者は、定期清掃等の重要性を理解し、十分な作業員教育を行い、現状維持ではなく日々美観を向上する姿

勢で取り組むこととする。 

（１）清掃委託については、各ターミナルにおいて月４回（週１回程度）実施するものとする。また、１回の作業

時間は前述２のとおりとする。 

（２）清掃対象は、バスターミナル全体及びバスターミナル内のバス停ポールとする。 

（３）定期清掃等の種別は次のとおりとする。 
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  ア バスターミナル全体清掃 

バスターミナル内及びバス停留所付近に散乱する廃棄物、吸殻、空き缶、ペットボトル等を回収するとと

もに、横浜市が指定する分別方法に基づき、分別したうえで、所管営業所の指示に従い、委託者に引き渡す

こと。 

  イ バスターミナル内のバス停ポール清掃 

バスターミナル内に設置されているバス停ポール（標柱・時刻表等）に付着した汚れを水拭きその他の方

法により除去すること。 

ウ 点検作業 

業務中にベンチの破損、バス停上屋電灯の不具合や時刻表はがれなど、委託者の関連施設に異常が認めら

れた場合は、業務終了後、所管営業所にその旨を報告すること。 

 エ お客様対応等 

受託者は当該業務履行中、バス停留所でお待ちになっているお客様その他の方から、市営バスに関するお

問合せがあった場合は、所管営業所の連絡先をご案内すること。 

なお、横浜市が実施する事業に関するお問合せがあった場合、横浜市コールセンターの電話番号を案内す

るなど、適切な案内を行うこと。 

（４）受託者は、委託者の指示に従い、清掃作業を行うものとする。 

（５）業務履行開始前に次に掲げる者を選任のうえ、名簿を自動車本部営業課及び所管営業所に提出するものとす

る。 

  ア 業務管理者 

業務管理者は、委託者と事業計画その他必要となる調整を行うとともに、事業全体の進行管理を行う者を

選任すること。なお、横浜市の優先調達方針の対象となる障害者就労施設等に常勤する者とする。 

イ 監督員 

監督員は、作業員とともに履行場所に配置し、作業監督及び緊急時の対応を行う者として選任を行うこと。 

  ウ 作業員 

作業員は、横浜市の優先調達方針の対象となる障害者就労施設等に入所・通所する障害者のうち、定期清

掃等を安全に遂行することができる者を選任すること。なお、その判断は受託者が責任を持って判定する。 

（６）天候不良等による作業に適さない状況の場合は順延するものとする。また、気温が著しく高い場合は委託者

の許可を得て、延期又は中止とする。作業開始前に光化学スモッグ注意報又は警報が発令された場合は延期又

は中止とする。また、作業開始後に光化学スモッグ注意報又は警報が発令された場合はその時点で中止とする。 

（７）受託者は、履行前に所管営業所と打ち合わせを行い、開始時間等実施に際しての詳細を別途定めるものとす

る。また、毎月末日までに翌月分の予定表を委託者に提出する。 

（８）貸与品 

 ア スタッフ着用品 

   履行前に予備を含め貸与するので、監督員及び作業員は業務履行時に必ず着用すること。また、貸与品に

ついては、事前に借用書を提出すること。汚損した場合の洗濯等は受託者の負担で行うものとし、履行期間

終了後は、洗濯等を行なった後、速やかに返却すること。 

   なお、やむを得ない理由により、破損した場合は、その理由を添えて委託者に申し出ること。 

 イ 清掃用具 

   当該業務履行に必要な用具については、原則として受託者が準備をする。ただし、両者協議のうえ委託者

が必要と認める用具については、委託者の貸与によることができる。 
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（９）完了報告及び履行確認 

ア 業務管理者は、業務を行った月ごと、あらかじめ委託者の承認をうけた様式により、完了報告書を作成す

ること。 

イ 完了報告書には、作業実績がわかるよう、作業前後の現場状況や回収した廃棄物等の量がわかる画像を添

付すること。 

ウ 履行確認は、ア及びイにより提出を受けた完了報告書の書面にて確認を行う。 

（10）請求方法及び支払い方法 

   受託者の請求に基づき、委託者が口座振替払いにより支払うものとする。 

（11）作業に用いる清掃器材等の運搬や作業員の移動のための一切の費用は、受託者が負担する。 

（12）委託者が指示した場所以外には、委託者の許可なくみだりに立ち入ることを禁ずる。 

（13）法令の遵守 

受託者は、当該事業を遂行するにあたっては、本仕様書のほか関連法令を遵守するものとする。 

   なお、本仕様書に定めのない事項又は本仕様書に疑義が生じた場合は、両者協議のうえ決定する。 

（14）委託者の解除権 

   委託者は、受託者が次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

  ア 正当な理由なく、契約の履行に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。 

  イ 前４(1) の受託資格の要件を満たすことができなくなったとき。 

  ウ この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。 

（15）本仕様書の有効期間は、契約の有効期間と同様とする。 
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個人情報の保護等に関する特記仕様書 

 

 

個人情報の保護等に関する遵守事項は次のとおりとする。（適用はレ） 

 

１ 「個人情報取扱特記事項」について 

☐  本契約は「個人情報取扱特記事項」を適用する。 

受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、本特記

事項を遵守しなければならない。 

 

☑  本契約は「個人情報取扱特記事項」を適用しない。ただし、契約の途中で、この契約に

よる事務を処理するための個人情報の取扱いが必要となったときは、「個人情報取扱特記

事項」を適用し、受託者は本特記事項を遵守しなければならない。 

 

なお、特記事項の規定中「横浜市長」とあるのは「横浜市交通事業管理者」と読み替える

ものとする。 

また、安全管理措置報告書（第１号様式）、研修実施報告書・誓約書（第２号様式）及び研

修実施明細書（別紙）の提出先は、横浜市交通事業管理者とする。 

工事（製造を含む。）においては、「委託者」とあるのは「発注者」と、「受託者」とあるの

は「請負人」と、「再受託者」とあるのは「下請負人」と読み替えるものとする。 

 

 

２ 「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」について（工事（製造を含む。）は対

象外） 

☐  本契約は「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」を適用する。 

受託者は、この契約に基づき電子計算機処理等の事務を行う場合には、その遂行にあた

って、本特記事項を遵守しなければならない。 
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委託担当

1

2

3 ■期間　令和８年４月１日から令和９年３月31日まで

□期限　平成　　年　　月　　日まで

4 □確定契約 ■概算契約

5

6 ■ 不要

□ 要（　　月　　日　　時　　分、　場所 ）

7

8

（　12　回以内）

令和８年度 自動車事業会計 第 02款第 01項第 60目第 63節第 63細節 委託料

受 付
番 号

種 目 番 号

連 絡 先
312

自動車本部営業課管理係 担当者 伊藤

電　話 671-3189

履 行 場 所 新子安駅西口バスターミナル（横浜市神奈川区新子安１丁目２番地４）

設　 計　 書

委 託 名 　令和８年度バスターミナル清掃業務（新子安駅西口）

その他特約事項

現 場 説 明

委 託 概 要 新子安駅西口バスターミナル内の清掃作業及び

履 行 期 間

又 は 期 限

契 約 区 分

部分払

■ する

バス停ポール清掃等の業務

□ しない

1



※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額

※概算数量の場合は、数量及び金額を（　）で囲む。

部 分 払 の 基 準

業務内容
履行

予定月
数量 単位 単価 金額

清掃業務 ４月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 ５月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 ６月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 ７月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 ８月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 ９月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 10月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 11月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 12月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 １月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 ２月 (4) 回 9,165 (36,660)

清掃業務 ３月 (4) 回 9,165 (36,660)

内 訳 業 務 価 格 ￥ 439,920 ．－

委 託 代 金 額 ￥ 483,912 ．－

消費税及び地方消費税相当額 ￥ 43,992 ．－

2



※　概算数量の場合は、数量及び金額を（　）で囲む

数 量 単 位 単 価（円） 金額（円）

内 訳 書

監督員 (48) 回 3,000 (144,000)

摘 要名　　称 形 状 寸 法 等

作業員 (48) 回 6,000 (288,000)

(48) 回 165 (7,920)一般管理費

(48) 回 (439,920)

合計 (483,912)

消費税及び地方消費税額 10 % (43,992)

計
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バスターミナル清掃委託 仕様書 

横浜市交通局 自動車本部営業課 

 

 

本仕様書は、バスターミナル清掃委託（以下「清掃業務」という。）を委託する契約について適用するものとし、

その履行の際には、本仕様書の他、「委託契約約款」及び法令等を遵守するものとする。 

本仕様書に記載する「委託者」とは横浜市交通局（横浜市交通事業管理者）をいい、「受託者」とは受託事業者を

いう。 

 

１ 定期清掃等の目的 

 バス停の環境向上を図ることによる市営バスをご利用になられるお客様の満足度向上に加え、委託者が地方公営

企業として障害者の社会参加の機会を創出し、就労促進に寄与するため、障害者施設との協働を推進することを目

的として実施する業務委託である。 

 

２ 履行場所と1回あたり作業時間の目安 

ターミナル名 区域 作業時間 所管営業所 電話番号 

新子安駅西口 神奈川区 1.5時間 鶴見 ５０１－０７０１ 

 

３ 履行期間 

 令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

 

４ 受託者としての要件 

（１）受託資格 

委託業務がバス運行中のターミナル内作業であり、これまでの実施の状況を踏まえ、安全確保等の観点から

受託者は次の基本的要件を全て満たすものとする。 

ア 委託業務について安全かつ確実に遂行する能力をもつ作業員を、責任をもって選任できること。 

イ 作業員個々の体力や適性、不得手な事柄を十分に理解し、作業員のサポートや安全に配慮できる能力・経

験を有する監督員が常に随行できること。 

ウ 当該ターミナルと原則同一区内に所在する障害者施設であること。 

エ 清掃用具を携行した作業員を自動車等により現地作業場所へ送迎できること（現地ターミナルへの駐車は

不可のため。ただし、ターミナルによっては駅等に用具を置いておくことが可能な場合もあり、別途協議す

る。）。 

オ 作業中の不慮の事故に対応する保険に加入していること。 

 

５ 委託内容 

受託者は、定期清掃等の重要性を理解し、十分な作業員教育を行い、現状維持ではなく日々美観を向上する姿

勢で取り組むこととする。 

（１）清掃委託については、各ターミナルにおいて月４回（週１回程度）実施するものとする。また、１回の作業

時間は前述２のとおりとする。 

（２）清掃対象は、バスターミナル全体及びバスターミナル内のバス停ポールとする。 

（３）定期清掃等の種別は次のとおりとする。 
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  ア バスターミナル全体清掃 

バスターミナル内及びバス停留所付近に散乱する廃棄物、吸殻、空き缶、ペットボトル等を回収するとと

もに、横浜市が指定する分別方法に基づき、分別したうえで、所管営業所の指示に従い、委託者に引き渡す

こと。 

  イ バスターミナル内のバス停ポール清掃 

バスターミナル内に設置されているバス停ポール（標柱・時刻表等）に付着した汚れを水拭きその他の方

法により除去すること。 

ウ 点検作業 

業務中にベンチの破損、バス停上屋電灯の不具合や時刻表はがれなど、委託者の関連施設に異常が認めら

れた場合は、業務終了後、所管営業所にその旨を報告すること。 

 エ お客様対応等 

受託者は当該業務履行中、バス停留所でお待ちになっているお客様その他の方から、市営バスに関するお

問合せがあった場合は、所管営業所の連絡先をご案内すること。 

なお、横浜市が実施する事業に関するお問合せがあった場合、横浜市コールセンターの電話番号を案内す

るなど、適切な案内を行うこと。 

（４）受託者は、委託者の指示に従い、清掃作業を行うものとする。 

（５）業務履行開始前に次に掲げる者を選任のうえ、名簿を自動車本部営業課及び所管営業所に提出するものとす

る。 

  ア 業務管理者 

業務管理者は、委託者と事業計画その他必要となる調整を行うとともに、事業全体の進行管理を行う者を

選任すること。なお、横浜市の優先調達方針の対象となる障害者就労施設等に常勤する者とする。 

イ 監督員 

監督員は、作業員とともに履行場所に配置し、作業監督及び緊急時の対応を行う者として選任を行うこと。 

  ウ 作業員 

作業員は、横浜市の優先調達方針の対象となる障害者就労施設等に入所・通所する障害者のうち、定期清

掃等を安全に遂行することができる者を選任すること。なお、その判断は受託者が責任を持って判定する。 

（６）天候不良等による作業に適さない状況の場合は順延するものとする。また、気温が著しく高い場合は委託者

の許可を得て、延期又は中止とする。作業開始前に光化学スモッグ注意報又は警報が発令された場合は延期又

は中止とする。また、作業開始後に光化学スモッグ注意報又は警報が発令された場合はその時点で中止とする。 

（７）受託者は、履行前に所管営業所と打ち合わせを行い、開始時間等実施に際しての詳細を別途定めるものとす

る。また、毎月末日までに翌月分の予定表を委託者に提出する。 

（８）貸与品 

 ア スタッフ着用品 

   履行前に予備を含め貸与するので、監督員及び作業員は業務履行時に必ず着用すること。また、貸与品に

ついては、事前に借用書を提出すること。汚損した場合の洗濯等は受託者の負担で行うものとし、履行期間

終了後は、洗濯等を行なった後、速やかに返却すること。 

   なお、やむを得ない理由により、破損した場合は、その理由を添えて委託者に申し出ること。 

 イ 清掃用具 

   当該業務履行に必要な用具については、原則として受託者が準備をする。ただし、両者協議のうえ委託者

が必要と認める用具については、委託者の貸与によることができる。 
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（９）完了報告及び履行確認 

ア 業務管理者は、業務を行った月ごと、あらかじめ委託者の承認をうけた様式により、完了報告書を作成す

ること。 

イ 完了報告書には、作業実績がわかるよう、作業前後の現場状況や回収した廃棄物等の量がわかる画像を添

付すること。 

ウ 履行確認は、ア及びイにより提出を受けた完了報告書の書面にて確認を行う。 

（10）請求方法及び支払い方法 

   受託者の請求に基づき、委託者が口座振替払いにより支払うものとする。 

（11）作業に用いる清掃器材等の運搬や作業員の移動のための一切の費用は、受託者が負担する。 

（12）委託者が指示した場所以外には、委託者の許可なくみだりに立ち入ることを禁ずる。 

（13）法令の遵守 

受託者は、当該事業を遂行するにあたっては、本仕様書のほか関連法令を遵守するものとする。 

   なお、本仕様書に定めのない事項又は本仕様書に疑義が生じた場合は、両者協議のうえ決定する。 

（14）委託者の解除権 

   委託者は、受託者が次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

  ア 正当な理由なく、契約の履行に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。 

  イ 前４(1) の受託資格の要件を満たすことができなくなったとき。 

  ウ この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。 

（15）本仕様書の有効期間は、契約の有効期間と同様とする。 
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個人情報の保護等に関する特記仕様書 

 

 

個人情報の保護等に関する遵守事項は次のとおりとする。（適用はレ） 

 

１ 「個人情報取扱特記事項」について 

☐  本契約は「個人情報取扱特記事項」を適用する。 

受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、本特記

事項を遵守しなければならない。 

 

☑  本契約は「個人情報取扱特記事項」を適用しない。ただし、契約の途中で、この契約に

よる事務を処理するための個人情報の取扱いが必要となったときは、「個人情報取扱特記

事項」を適用し、受託者は本特記事項を遵守しなければならない。 

 

なお、特記事項の規定中「横浜市長」とあるのは「横浜市交通事業管理者」と読み替える

ものとする。 

また、安全管理措置報告書（第１号様式）、研修実施報告書・誓約書（第２号様式）及び研

修実施明細書（別紙）の提出先は、横浜市交通事業管理者とする。 

工事（製造を含む。）においては、「委託者」とあるのは「発注者」と、「受託者」とあるの

は「請負人」と、「再受託者」とあるのは「下請負人」と読み替えるものとする。 

 

 

２ 「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」について（工事（製造を含む。）は対

象外） 

☐  本契約は「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」を適用する。 

受託者は、この契約に基づき電子計算機処理等の事務を行う場合には、その遂行にあた

って、本特記事項を遵守しなければならない。 
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委託担当

1

2

3 ■期間　令和８年４月１日から令和９年３月31日まで

□期限　平成　　年　　月　　日まで

4 □確定契約 ■概算契約

5

6 ■ 不要

□ 要（　　月　　日　　時　　分、　場所 ）

7

8

（　12　回以内）

部分払

■ する

□ しない

現 場 説 明

委 託 概 要 中山駅北口バスターミナル内の清掃作業及び

バス停ポール清掃等の業務

履 行 期 間

又 は 期 限

契 約 区 分

その他特約事項

設　 計　 書

委 託 名 　令和８年度バスターミナル清掃業務（中山駅北口）

履 行 場 所 中山駅北口バスターミナル（横浜市緑区中山１－４）

令和８年度 自動車事業会計 第 02款第 01項第 60目第 63節第 63細節 委託料

受 付
番 号

種 目 番 号

連 絡 先
312

自動車本部営業課管理係 担当者 伊藤

電　話 671-3189

1



※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額

※概算数量の場合は、数量及び金額を（　）で囲む。

消費税及び地方消費税相当額 ￥ 29,808

委 託 代 金 額 ￥ 327,888 ．－

．－

内 訳 業 務 価 格 ￥ 298,080 ．－

清掃業務 ３月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 ２月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 １月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 12月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 11月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 10月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 ９月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 ８月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 ７月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 ６月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 ５月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 ４月 (4) 回 6,210 (24,840)

部 分 払 の 基 準

業務内容
履行

予定月
数量 単位 単価 金額

2



※　概算数量の場合は、数量及び金額を（　）で囲む

合計 (327,888)

消費税及び地方消費税額 10 % (29,808)

計 (48) 回 (298,080)

一般管理費 (48) 回 210 (10,080)

作業員 (48) 回 4,000 (192,000)

監督員 (48) 回 2,000 (96,000)

名　　称 形 状 寸 法 等 数 量 単 位 単 価（円） 金額（円） 摘 要

内 訳 書
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バスターミナル清掃委託 仕様書 

横浜市交通局 自動車本部営業課 

 

 

本仕様書は、バスターミナル清掃委託（以下「清掃業務」という。）を委託する契約について適用するものとし、

その履行の際には、本仕様書の他、「委託契約約款」及び法令等を遵守するものとする。 

本仕様書に記載する「委託者」とは横浜市交通局（横浜市交通事業管理者）をいい、「受託者」とは受託事業者を

いう。 

 

１ 定期清掃等の目的 

 バス停の環境向上を図ることによる市営バスをご利用になられるお客様の満足度向上に加え、委託者が地方公営

企業として障害者の社会参加の機会を創出し、就労促進に寄与するため、障害者施設との協働を推進することを目

的として実施する業務委託である。 

 

２ 履行場所と1回あたり作業時間の目安 

ターミナル名 区域 作業時間 所管営業所 電話番号 

中山駅北口 緑区 １時間 緑 ９３１－２２６６ 

 

３ 履行期間 

 令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

 

４ 受託者としての要件 

（１）受託資格 

委託業務がバス運行中のターミナル内作業であり、これまでの実施の状況を踏まえ、安全確保等の観点から

受託者は次の基本的要件を全て満たすものとする。 

ア 委託業務について安全かつ確実に遂行する能力をもつ作業員を、責任をもって選任できること。 

イ 作業員個々の体力や適性、不得手な事柄を十分に理解し、作業員のサポートや安全に配慮できる能力・経

験を有する監督員が常に随行できること。 

ウ 当該ターミナルと原則同一区内に所在する障害者施設であること。 

エ 清掃用具を携行した作業員を自動車等により現地作業場所へ送迎できること（現地ターミナルへの駐車は

不可のため。ただし、ターミナルによっては駅等に用具を置いておくことが可能な場合もあり、別途協議す

る。）。 

オ 作業中の不慮の事故に対応する保険に加入していること。 

 

５ 委託内容 

受託者は、定期清掃等の重要性を理解し、十分な作業員教育を行い、現状維持ではなく日々美観を向上する姿

勢で取り組むこととする。 

（１）清掃委託については、各ターミナルにおいて月４回（週１回程度）実施するものとする。また、１回の作業

時間は前述２のとおりとする。 

（２）清掃対象は、バスターミナル全体及びバスターミナル内のバス停ポールとする。 

（３）定期清掃等の種別は次のとおりとする。 
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  ア バスターミナル全体清掃 

バスターミナル内及びバス停留所付近に散乱する廃棄物、吸殻、空き缶、ペットボトル等を回収するとと

もに、横浜市が指定する分別方法に基づき、分別したうえで、所管営業所の指示に従い、委託者に引き渡す

こと。 

  イ バスターミナル内のバス停ポール清掃 

バスターミナル内に設置されているバス停ポール（標柱・時刻表等）に付着した汚れを水拭きその他の方

法により除去すること。 

ウ 点検作業 

業務中にベンチの破損、バス停上屋電灯の不具合や時刻表はがれなど、委託者の関連施設に異常が認めら

れた場合は、業務終了後、所管営業所にその旨を報告すること。 

 エ お客様対応等 

受託者は当該業務履行中、バス停留所でお待ちになっているお客様その他の方から、市営バスに関するお

問合せがあった場合は、所管営業所の連絡先をご案内すること。 

なお、横浜市が実施する事業に関するお問合せがあった場合、横浜市コールセンターの電話番号を案内す

るなど、適切な案内を行うこと。 

（４）受託者は、委託者の指示に従い、清掃作業を行うものとする。 

（５）業務履行開始前に次に掲げる者を選任のうえ、名簿を自動車本部営業課及び所管営業所に提出するものとす

る。 

  ア 業務管理者 

業務管理者は、委託者と事業計画その他必要となる調整を行うとともに、事業全体の進行管理を行う者を

選任すること。なお、横浜市の優先調達方針の対象となる障害者就労施設等に常勤する者とする。 

イ 監督員 

監督員は、作業員とともに履行場所に配置し、作業監督及び緊急時の対応を行う者として選任を行うこと。 

  ウ 作業員 

作業員は、横浜市の優先調達方針の対象となる障害者就労施設等に入所・通所する障害者のうち、定期清

掃等を安全に遂行することができる者を選任すること。なお、その判断は受託者が責任を持って判定する。 

（６）天候不良等による作業に適さない状況の場合は順延するものとする。また、気温が著しく高い場合は委託者

の許可を得て、延期又は中止とする。作業開始前に光化学スモッグ注意報又は警報が発令された場合は延期又

は中止とする。また、作業開始後に光化学スモッグ注意報又は警報が発令された場合はその時点で中止とする。 

（７）受託者は、履行前に所管営業所と打ち合わせを行い、開始時間等実施に際しての詳細を別途定めるものとす

る。また、毎月末日までに翌月分の予定表を委託者に提出する。 

（８）貸与品 

 ア スタッフ着用品 

   履行前に予備を含め貸与するので、監督員及び作業員は業務履行時に必ず着用すること。また、貸与品に

ついては、事前に借用書を提出すること。汚損した場合の洗濯等は受託者の負担で行うものとし、履行期間

終了後は、洗濯等を行なった後、速やかに返却すること。 

   なお、やむを得ない理由により、破損した場合は、その理由を添えて委託者に申し出ること。 

 イ 清掃用具 

   当該業務履行に必要な用具については、原則として受託者が準備をする。ただし、両者協議のうえ委託者

が必要と認める用具については、委託者の貸与によることができる。 
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（９）完了報告及び履行確認 

ア 業務管理者は、業務を行った月ごと、あらかじめ委託者の承認をうけた様式により、完了報告書を作成す

ること。 

イ 完了報告書には、作業実績がわかるよう、作業前後の現場状況や回収した廃棄物等の量がわかる画像を添

付すること。 

ウ 履行確認は、ア及びイにより提出を受けた完了報告書の書面にて確認を行う。 

（10）請求方法及び支払い方法 

   受託者の請求に基づき、委託者が口座振替払いにより支払うものとする。 

（11）作業に用いる清掃器材等の運搬や作業員の移動のための一切の費用は、受託者が負担する。 

（12）委託者が指示した場所以外には、委託者の許可なくみだりに立ち入ることを禁ずる。 

（13）法令の遵守 

受託者は、当該事業を遂行するにあたっては、本仕様書のほか関連法令を遵守するものとする。 

   なお、本仕様書に定めのない事項又は本仕様書に疑義が生じた場合は、両者協議のうえ決定する。 

（14）委託者の解除権 

   委託者は、受託者が次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

  ア 正当な理由なく、契約の履行に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。 

  イ 前４(1) の受託資格の要件を満たすことができなくなったとき。 

  ウ この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。 

（15）本仕様書の有効期間は、契約の有効期間と同様とする。 
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個人情報の保護等に関する特記仕様書 

 

 

個人情報の保護等に関する遵守事項は次のとおりとする。（適用はレ） 

 

１ 「個人情報取扱特記事項」について 

☐  本契約は「個人情報取扱特記事項」を適用する。 

受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、本特記

事項を遵守しなければならない。 

 

☑  本契約は「個人情報取扱特記事項」を適用しない。ただし、契約の途中で、この契約に

よる事務を処理するための個人情報の取扱いが必要となったときは、「個人情報取扱特記

事項」を適用し、受託者は本特記事項を遵守しなければならない。 

 

なお、特記事項の規定中「横浜市長」とあるのは「横浜市交通事業管理者」と読み替える

ものとする。 

また、安全管理措置報告書（第１号様式）、研修実施報告書・誓約書（第２号様式）及び研

修実施明細書（別紙）の提出先は、横浜市交通事業管理者とする。 

工事（製造を含む。）においては、「委託者」とあるのは「発注者」と、「受託者」とあるの

は「請負人」と、「再受託者」とあるのは「下請負人」と読み替えるものとする。 

 

 

２ 「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」について（工事（製造を含む。）は対

象外） 

☐  本契約は「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」を適用する。 

受託者は、この契約に基づき電子計算機処理等の事務を行う場合には、その遂行にあた

って、本特記事項を遵守しなければならない。 
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委託担当

1

2

3 ■期間　令和８年４月１日から令和９年３月31日まで

□期限　平成　　年　　月　　日まで

4 □確定契約 ■概算契約

5

6 ■ 不要

□ 要（　　月　　日　　時　　分、　場所 ）

7

8

（　12　回以内）

部分払

■ する

□ しない

現 場 説 明

委 託 概 要 洋光台駅バスターミナル内の清掃作業及び

バス停ポール清掃等の業務

履 行 期 間

又 は 期 限

契 約 区 分

その他特約事項

設　 計　 書

委 託 名 　令和８年度バスターミナル清掃業務（洋光台駅）

履 行 場 所 洋光台駅バスターミナル（横浜市磯子区洋光台４‐１‐３）

令和８年度 自動車事業会計 第 02款第 01項第 60目第 63節第 63細節 委託料

受 付
番 号

種 目 番 号

連 絡 先
312

自動車本部営業課管理係 担当者 伊藤

電　話 671-3189

1



※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額

※概算数量の場合は、数量及び金額を（　）で囲む。

消費税及び地方消費税相当額 ￥ 29,808

委 託 代 金 額 ￥ 327,888 ．－

．－

内 訳 業 務 価 格 ￥ 298,080 ．－

清掃業務 ３月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 ２月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 １月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 12月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 11月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 10月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 ９月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 ８月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 ７月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 ６月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 ５月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 ４月 (4) 回 6,210 (24,840)

部 分 払 の 基 準

業務内容
履行

予定月
数量 単位 単価 金額

2



※　概算数量の場合は、数量及び金額を（　）で囲む

合計 (327,888)

消費税及び地方消費税額 10 % (29,808)

計 (48) 回 (298,080)

一般管理費 (48) 回 210 (10,080)

作業員 (48) 回 4,000 (192,000)

監督員 (48) 回 2,000 (96,000)

名　　称 形 状 寸 法 等 数 量 単 位 単 価（円） 金額（円） 摘 要

内 訳 書
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バスターミナル清掃委託 仕様書 

横浜市交通局 自動車本部営業課 

 

 

本仕様書は、バスターミナル清掃委託（以下「清掃業務」という。）を委託する契約について適用するものとし、

その履行の際には、本仕様書の他、「委託契約約款」及び法令等を遵守するものとする。 

本仕様書に記載する「委託者」とは横浜市交通局（横浜市交通事業管理者）をいい、「受託者」とは受託事業者を

いう。 

 

１ 定期清掃等の目的 

 バス停の環境向上を図ることによる市営バスをご利用になられるお客様の満足度向上に加え、委託者が地方公営

企業として障害者の社会参加の機会を創出し、就労促進に寄与するため、障害者施設との協働を推進することを目

的として実施する業務委託である。 

 

２ 履行場所と1回あたり作業時間の目安 

ターミナル名 区域 作業時間 所管営業所 電話番号 

洋光台駅 磯子区 １時間 港南 ８３３－１５１１ 

 

３ 履行期間 

 令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

 

４ 受託者としての要件 

（１）受託資格 

委託業務がバス運行中のターミナル内作業であり、これまでの実施の状況を踏まえ、安全確保等の観点から

受託者は次の基本的要件を全て満たすものとする。 

ア 委託業務について安全かつ確実に遂行する能力をもつ作業員を、責任をもって選任できること。 

イ 作業員個々の体力や適性、不得手な事柄を十分に理解し、作業員のサポートや安全に配慮できる能力・経

験を有する監督員が常に随行できること。 

ウ 当該ターミナルと原則同一区内に所在する障害者施設であること。 

エ 清掃用具を携行した作業員を自動車等により現地作業場所へ送迎できること（現地ターミナルへの駐車は

不可のため。ただし、ターミナルによっては駅等に用具を置いておくことが可能な場合もあり、別途協議す

る。）。 

オ 作業中の不慮の事故に対応する保険に加入していること。 

 

５ 委託内容 

受託者は、定期清掃等の重要性を理解し、十分な作業員教育を行い、現状維持ではなく日々美観を向上する姿

勢で取り組むこととする。 

（１）清掃委託については、各ターミナルにおいて月４回（週１回程度）実施するものとする。また、１回の作業

時間は前述２のとおりとする。 

（２）清掃対象は、バスターミナル全体及びバスターミナル内のバス停ポールとする。 

（３）定期清掃等の種別は次のとおりとする。 
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  ア バスターミナル全体清掃 

バスターミナル内及びバス停留所付近に散乱する廃棄物、吸殻、空き缶、ペットボトル等を回収するとと

もに、横浜市が指定する分別方法に基づき、分別したうえで、所管営業所の指示に従い、委託者に引き渡す

こと。 

  イ バスターミナル内のバス停ポール清掃 

バスターミナル内に設置されているバス停ポール（標柱・時刻表等）に付着した汚れを水拭きその他の方

法により除去すること。 

ウ 点検作業 

業務中にベンチの破損、バス停上屋電灯の不具合や時刻表はがれなど、委託者の関連施設に異常が認めら

れた場合は、業務終了後、所管営業所にその旨を報告すること。 

 エ お客様対応等 

受託者は当該業務履行中、バス停留所でお待ちになっているお客様その他の方から、市営バスに関するお

問合せがあった場合は、所管営業所の連絡先をご案内すること。 

なお、横浜市が実施する事業に関するお問合せがあった場合、横浜市コールセンターの電話番号を案内す

るなど、適切な案内を行うこと。 

（４）受託者は、委託者の指示に従い、清掃作業を行うものとする。 

（５）業務履行開始前に次に掲げる者を選任のうえ、名簿を自動車本部営業課及び所管営業所に提出するものとす

る。 

  ア 業務管理者 

業務管理者は、委託者と事業計画その他必要となる調整を行うとともに、事業全体の進行管理を行う者を

選任すること。なお、横浜市の優先調達方針の対象となる障害者就労施設等に常勤する者とする。 

イ 監督員 

監督員は、作業員とともに履行場所に配置し、作業監督及び緊急時の対応を行う者として選任を行うこと。 

  ウ 作業員 

作業員は、横浜市の優先調達方針の対象となる障害者就労施設等に入所・通所する障害者のうち、定期清

掃等を安全に遂行することができる者を選任すること。なお、その判断は受託者が責任を持って判定する。 

（６）天候不良等による作業に適さない状況の場合は順延するものとする。また、気温が著しく高い場合は委託者

の許可を得て、延期又は中止とする。作業開始前に光化学スモッグ注意報又は警報が発令された場合は延期又

は中止とする。また、作業開始後に光化学スモッグ注意報又は警報が発令された場合はその時点で中止とする。 

（７）受託者は、履行前に所管営業所と打ち合わせを行い、開始時間等実施に際しての詳細を別途定めるものとす

る。また、毎月末日までに翌月分の予定表を委託者に提出する。 

（８）貸与品 

 ア スタッフ着用品 

   履行前に予備を含め貸与するので、監督員及び作業員は業務履行時に必ず着用すること。また、貸与品に

ついては、事前に借用書を提出すること。汚損した場合の洗濯等は受託者の負担で行うものとし、履行期間

終了後は、洗濯等を行なった後、速やかに返却すること。 

   なお、やむを得ない理由により、破損した場合は、その理由を添えて委託者に申し出ること。 

 イ 清掃用具 

   当該業務履行に必要な用具については、原則として受託者が準備をする。ただし、両者協議のうえ委託者

が必要と認める用具については、委託者の貸与によることができる。 
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（９）完了報告及び履行確認 

ア 業務管理者は、業務を行った月ごと、あらかじめ委託者の承認をうけた様式により、完了報告書を作成す

ること。 

イ 完了報告書には、作業実績がわかるよう、作業前後の現場状況や回収した廃棄物等の量がわかる画像を添

付すること。 

ウ 履行確認は、ア及びイにより提出を受けた完了報告書の書面にて確認を行う。 

（10）請求方法及び支払い方法 

   受託者の請求に基づき、委託者が口座振替払いにより支払うものとする。 

（11）作業に用いる清掃器材等の運搬や作業員の移動のための一切の費用は、受託者が負担する。 

（12）委託者が指示した場所以外には、委託者の許可なくみだりに立ち入ることを禁ずる。 

（13）法令の遵守 

受託者は、当該事業を遂行するにあたっては、本仕様書のほか関連法令を遵守するものとする。 

   なお、本仕様書に定めのない事項又は本仕様書に疑義が生じた場合は、両者協議のうえ決定する。 

（14）委託者の解除権 

   委託者は、受託者が次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

  ア 正当な理由なく、契約の履行に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。 

  イ 前４(1) の受託資格の要件を満たすことができなくなったとき。 

  ウ この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。 

（15）本仕様書の有効期間は、契約の有効期間と同様とする。 
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個人情報の保護等に関する特記仕様書 

 

 

個人情報の保護等に関する遵守事項は次のとおりとする。（適用はレ） 

 

１ 「個人情報取扱特記事項」について 

☐  本契約は「個人情報取扱特記事項」を適用する。 

受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、本特記

事項を遵守しなければならない。 

 

☑  本契約は「個人情報取扱特記事項」を適用しない。ただし、契約の途中で、この契約に

よる事務を処理するための個人情報の取扱いが必要となったときは、「個人情報取扱特記

事項」を適用し、受託者は本特記事項を遵守しなければならない。 

 

なお、特記事項の規定中「横浜市長」とあるのは「横浜市交通事業管理者」と読み替える

ものとする。 

また、安全管理措置報告書（第１号様式）、研修実施報告書・誓約書（第２号様式）及び研

修実施明細書（別紙）の提出先は、横浜市交通事業管理者とする。 

工事（製造を含む。）においては、「委託者」とあるのは「発注者」と、「受託者」とあるの

は「請負人」と、「再受託者」とあるのは「下請負人」と読み替えるものとする。 

 

 

２ 「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」について（工事（製造を含む。）は対

象外） 

☐  本契約は「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」を適用する。 

受託者は、この契約に基づき電子計算機処理等の事務を行う場合には、その遂行にあた

って、本特記事項を遵守しなければならない。 
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委託担当

1

2

3 ■期間　令和８年４月１日から令和９年３月31日まで

□期限　平成　　年　　月　　日まで

4 □確定契約 ■概算契約

5

6 ■ 不要

□ 要（　　月　　日　　時　　分、　場所 ）

7

8

（　12　回以内）

部分払

■ する

□ しない

現 場 説 明

委 託 概 要 東神奈川駅バスターミナル内の清掃作業及び

バス停ポール清掃等の業務

履 行 期 間

又 は 期 限

契 約 区 分

その他特約事項

設　 計　 書

委 託 名 　令和８年度バスターミナル清掃業務（東神奈川駅）

履 行 場 所 東神奈川駅バスターミナル（横浜市神奈川区東神奈川１－12）

令和８年度 自動車事業会計 第 02款第 01項第 60目第 63節第 63細節 委託料

受 付
番 号

種 目 番 号

連 絡 先
312

自動車本部営業課管理係 担当者 伊藤

電　話 671-3189

1



※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額

※概算数量の場合は、数量及び金額を（　）で囲む。

消費税及び地方消費税相当額 ￥ 29,808

委 託 代 金 額 ￥ 327,888 ．－

．－

内 訳 業 務 価 格 ￥ 298,080 ．－

清掃業務 ３月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 ２月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 １月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 12月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 11月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 10月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 ９月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 ８月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 ７月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 ６月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 ５月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 ４月 (4) 回 6,210 (24,840)

部 分 払 の 基 準

業務内容
履行

予定月
数量 単位 単価 金額

2



※　概算数量の場合は、数量及び金額を（　）で囲む

合計 (327,888)

消費税及び地方消費税額 10 % (29,808)

計 (48) 回 (298,080)

一般管理費 (48) 回 210 (10,080)

作業員 (48) 回 4,000 (192,000)

監督員 (48) 回 2,000 (96,000)

名　　称 形 状 寸 法 等 数 量 単 位 単 価（円） 金額（円） 摘 要

内 訳 書
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バスターミナル清掃委託 仕様書 

横浜市交通局 自動車本部営業課 

 

 

本仕様書は、バスターミナル清掃委託（以下「清掃業務」という。）を委託する契約について適用するものとし、

その履行の際には、本仕様書の他、「委託契約約款」及び法令等を遵守するものとする。 

本仕様書に記載する「委託者」とは横浜市交通局（横浜市交通事業管理者）をいい、「受託者」とは受託事業者を

いう。 

 

１ 定期清掃等の目的 

 バス停の環境向上を図ることによる市営バスをご利用になられるお客様の満足度向上に加え、委託者が地方公営

企業として障害者の社会参加の機会を創出し、就労促進に寄与するため、障害者施設との協働を推進することを目

的として実施する業務委託である。 

 

２ 履行場所と1回あたり作業時間の目安 

ターミナル名 区域 作業時間 所管営業所 電話番号 

東神奈川駅 神奈川区 １時間 浅間町 ３１１－２２５１ 

 

３ 履行期間 

 令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

 

４ 受託者としての要件 

（１）受託資格 

委託業務がバス運行中のターミナル内作業であり、これまでの実施の状況を踏まえ、安全確保等の観点から

受託者は次の基本的要件を全て満たすものとする。 

ア 委託業務について安全かつ確実に遂行する能力をもつ作業員を、責任をもって選任できること。 

イ 作業員個々の体力や適性、不得手な事柄を十分に理解し、作業員のサポートや安全に配慮できる能力・経

験を有する監督員が常に随行できること。 

ウ 当該ターミナルと原則同一区内に所在する障害者施設であること。 

エ 清掃用具を携行した作業員を自動車等により現地作業場所へ送迎できること（現地ターミナルへの駐車は

不可のため。ただし、ターミナルによっては駅等に用具を置いておくことが可能な場合もあり、別途協議す

る。）。 

オ 作業中の不慮の事故に対応する保険に加入していること。 

 

５ 委託内容 

受託者は、定期清掃等の重要性を理解し、十分な作業員教育を行い、現状維持ではなく日々美観を向上する姿

勢で取り組むこととする。 

（１）清掃委託については、各ターミナルにおいて月４回（週１回程度）実施するものとする。また、１回の作業

時間は前述２のとおりとする。 

（２）清掃対象は、バスターミナル全体及びバスターミナル内のバス停ポールとする。 

（３）定期清掃等の種別は次のとおりとする。 
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  ア バスターミナル全体清掃 

バスターミナル内及びバス停留所付近に散乱する廃棄物、吸殻、空き缶、ペットボトル等を回収するとと

もに、横浜市が指定する分別方法に基づき、分別したうえで、所管営業所の指示に従い、委託者に引き渡す

こと。 

  イ バスターミナル内のバス停ポール清掃 

バスターミナル内に設置されているバス停ポール（標柱・時刻表等）に付着した汚れを水拭きその他の方

法により除去すること。 

ウ 点検作業 

業務中にベンチの破損、バス停上屋電灯の不具合や時刻表はがれなど、委託者の関連施設に異常が認めら

れた場合は、業務終了後、所管営業所にその旨を報告すること。 

 エ お客様対応等 

受託者は当該業務履行中、バス停留所でお待ちになっているお客様その他の方から、市営バスに関するお

問合せがあった場合は、所管営業所の連絡先をご案内すること。 

なお、横浜市が実施する事業に関するお問合せがあった場合、横浜市コールセンターの電話番号を案内す

るなど、適切な案内を行うこと。 

（４）受託者は、委託者の指示に従い、清掃作業を行うものとする。 

（５）業務履行開始前に次に掲げる者を選任のうえ、名簿を自動車本部営業課及び所管営業所に提出するものとす

る。 

  ア 業務管理者 

業務管理者は、委託者と事業計画その他必要となる調整を行うとともに、事業全体の進行管理を行う者を

選任すること。なお、横浜市の優先調達方針の対象となる障害者就労施設等に常勤する者とする。 

イ 監督員 

監督員は、作業員とともに履行場所に配置し、作業監督及び緊急時の対応を行う者として選任を行うこと。 

  ウ 作業員 

作業員は、横浜市の優先調達方針の対象となる障害者就労施設等に入所・通所する障害者のうち、定期清

掃等を安全に遂行することができる者を選任すること。なお、その判断は受託者が責任を持って判定する。 

（６）天候不良等による作業に適さない状況の場合は順延するものとする。また、気温が著しく高い場合は委託者

の許可を得て、延期又は中止とする。作業開始前に光化学スモッグ注意報又は警報が発令された場合は延期又

は中止とする。また、作業開始後に光化学スモッグ注意報又は警報が発令された場合はその時点で中止とする。 

（７）受託者は、履行前に所管営業所と打ち合わせを行い、開始時間等実施に際しての詳細を別途定めるものとす

る。また、毎月末日までに翌月分の予定表を委託者に提出する。 

（８）貸与品 

 ア スタッフ着用品 

   履行前に予備を含め貸与するので、監督員及び作業員は業務履行時に必ず着用すること。また、貸与品に

ついては、事前に借用書を提出すること。汚損した場合の洗濯等は受託者の負担で行うものとし、履行期間

終了後は、洗濯等を行なった後、速やかに返却すること。 

   なお、やむを得ない理由により、破損した場合は、その理由を添えて委託者に申し出ること。 

 イ 清掃用具 

   当該業務履行に必要な用具については、原則として受託者が準備をする。ただし、両者協議のうえ委託者

が必要と認める用具については、委託者の貸与によることができる。 
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（９）完了報告及び履行確認 

ア 業務管理者は、業務を行った月ごと、あらかじめ委託者の承認をうけた様式により、完了報告書を作成す

ること。 

イ 完了報告書には、作業実績がわかるよう、作業前後の現場状況や回収した廃棄物等の量がわかる画像を添

付すること。 

ウ 履行確認は、ア及びイにより提出を受けた完了報告書の書面にて確認を行う。 

（10）請求方法及び支払い方法 

   受託者の請求に基づき、委託者が口座振替払いにより支払うものとする。 

（11）作業に用いる清掃器材等の運搬や作業員の移動のための一切の費用は、受託者が負担する。 

（12）委託者が指示した場所以外には、委託者の許可なくみだりに立ち入ることを禁ずる。 

（13）法令の遵守 

受託者は、当該事業を遂行するにあたっては、本仕様書のほか関連法令を遵守するものとする。 

   なお、本仕様書に定めのない事項又は本仕様書に疑義が生じた場合は、両者協議のうえ決定する。 

（14）委託者の解除権 

   委託者は、受託者が次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

  ア 正当な理由なく、契約の履行に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。 

  イ 前４(1) の受託資格の要件を満たすことができなくなったとき。 

  ウ この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。 

（15）本仕様書の有効期間は、契約の有効期間と同様とする。 
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個人情報の保護等に関する特記仕様書 

 

 

個人情報の保護等に関する遵守事項は次のとおりとする。（適用はレ） 

 

１ 「個人情報取扱特記事項」について 

☐  本契約は「個人情報取扱特記事項」を適用する。 

受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、本特記

事項を遵守しなければならない。 

 

☑  本契約は「個人情報取扱特記事項」を適用しない。ただし、契約の途中で、この契約に

よる事務を処理するための個人情報の取扱いが必要となったときは、「個人情報取扱特記

事項」を適用し、受託者は本特記事項を遵守しなければならない。 

 

なお、特記事項の規定中「横浜市長」とあるのは「横浜市交通事業管理者」と読み替える

ものとする。 

また、安全管理措置報告書（第１号様式）、研修実施報告書・誓約書（第２号様式）及び研

修実施明細書（別紙）の提出先は、横浜市交通事業管理者とする。 

工事（製造を含む。）においては、「委託者」とあるのは「発注者」と、「受託者」とあるの

は「請負人」と、「再受託者」とあるのは「下請負人」と読み替えるものとする。 

 

 

２ 「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」について（工事（製造を含む。）は対

象外） 

☐  本契約は「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」を適用する。 

受託者は、この契約に基づき電子計算機処理等の事務を行う場合には、その遂行にあた

って、本特記事項を遵守しなければならない。 
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委託担当

1

2

3 ■期間　令和８年４月１日から令和９年３月31日まで

□期限　平成　　年　　月　　日まで

4 □確定契約 ■概算契約

5

6 ■ 不要

□ 要（　　月　　日　　時　　分、　場所 ）

7

8

（　12　回以内）

部分払

■ する

□ しない

現 場 説 明

委 託 概 要 片倉町駅バスターミナル内の清掃作業及び

バス停ポール清掃等の業務

履 行 期 間

又 は 期 限

契 約 区 分

その他特約事項

設　 計　 書

委 託 名 　令和８年度バスターミナル清掃業務（片倉町駅）

履 行 場 所 片倉町駅バスターミナル（横浜市神奈川区片倉１‐33）

令和８年度 自動車事業会計 第 02款第 01項第 60目第 63節第 63細節 委託料

受 付
番 号

種 目 番 号

連 絡 先
312

自動車本部営業課管理係 担当者 伊藤

電　話 671-3189

1



※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額

※概算数量の場合は、数量及び金額を（　）で囲む。

消費税及び地方消費税相当額 ￥ 29,808

委 託 代 金 額 ￥ 327,888 ．－

．－

内 訳 業 務 価 格 ￥ 298,080 ．－

清掃業務 ３月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 ２月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 １月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 12月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 11月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 10月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 ９月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 ８月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 ７月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 ６月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 ５月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 ４月 (4) 回 6,210 (24,840)

部 分 払 の 基 準

業務内容
履行

予定月
数量 単位 単価 金額

2



※　概算数量の場合は、数量及び金額を（　）で囲む

合計 (327,888)

消費税及び地方消費税額 10 % (29,808)

計 (48) 回 (298,080)

一般管理費 (48) 回 210 (10,080)

作業員 (48) 回 4,000 (192,000)

監督員 (48) 回 2,000 (96,000)

名　　称 形 状 寸 法 等 数 量 単 位 単 価（円） 金額（円） 摘 要

内 訳 書
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バスターミナル清掃委託 仕様書 

横浜市交通局 自動車本部営業課 

 

 

本仕様書は、バスターミナル清掃委託（以下「清掃業務」という。）を委託する契約について適用するものとし、

その履行の際には、本仕様書の他、「委託契約約款」及び法令等を遵守するものとする。 

本仕様書に記載する「委託者」とは横浜市交通局（横浜市交通事業管理者）をいい、「受託者」とは受託事業者を

いう。 

 

１ 定期清掃等の目的 

 バス停の環境向上を図ることによる市営バスをご利用になられるお客様の満足度向上に加え、委託者が地方公営

企業として障害者の社会参加の機会を創出し、就労促進に寄与するため、障害者施設との協働を推進することを目

的として実施する業務委託である。 

 

２ 履行場所と1回あたり作業時間の目安 

ターミナル名 区域 作業時間 所管営業所 電話番号 

片倉町駅 神奈川区 １時間 浅間町 ３１１－２２５１ 

 

３ 履行期間 

 令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

 

４ 受託者としての要件 

（１）受託資格 

委託業務がバス運行中のターミナル内作業であり、これまでの実施の状況を踏まえ、安全確保等の観点から

受託者は次の基本的要件を全て満たすものとする。 

ア 委託業務について安全かつ確実に遂行する能力をもつ作業員を、責任をもって選任できること。 

イ 作業員個々の体力や適性、不得手な事柄を十分に理解し、作業員のサポートや安全に配慮できる能力・経

験を有する監督員が常に随行できること。 

ウ 当該ターミナルと原則同一区内に所在する障害者施設であること。 

エ 清掃用具を携行した作業員を自動車等により現地作業場所へ送迎できること（現地ターミナルへの駐車は

不可のため。ただし、ターミナルによっては駅等に用具を置いておくことが可能な場合もあり、別途協議す

る。）。 

オ 作業中の不慮の事故に対応する保険に加入していること。 

 

５ 委託内容 

受託者は、定期清掃等の重要性を理解し、十分な作業員教育を行い、現状維持ではなく日々美観を向上する姿

勢で取り組むこととする。 

（１）清掃委託については、各ターミナルにおいて月４回（週１回程度）実施するものとする。また、１回の作業

時間は前述２のとおりとする。 

（２）清掃対象は、バスターミナル全体及びバスターミナル内のバス停ポールとする。 

（３）定期清掃等の種別は次のとおりとする。 
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  ア バスターミナル全体清掃 

バスターミナル内及びバス停留所付近に散乱する廃棄物、吸殻、空き缶、ペットボトル等を回収するとと

もに、横浜市が指定する分別方法に基づき、分別したうえで、所管営業所の指示に従い、委託者に引き渡す

こと。 

  イ バスターミナル内のバス停ポール清掃 

バスターミナル内に設置されているバス停ポール（標柱・時刻表等）に付着した汚れを水拭きその他の方

法により除去すること。 

ウ 点検作業 

業務中にベンチの破損、バス停上屋電灯の不具合や時刻表はがれなど、委託者の関連施設に異常が認めら

れた場合は、業務終了後、所管営業所にその旨を報告すること。 

 エ お客様対応等 

受託者は当該業務履行中、バス停留所でお待ちになっているお客様その他の方から、市営バスに関するお

問合せがあった場合は、所管営業所の連絡先をご案内すること。 

なお、横浜市が実施する事業に関するお問合せがあった場合、横浜市コールセンターの電話番号を案内す

るなど、適切な案内を行うこと。 

（４）受託者は、委託者の指示に従い、清掃作業を行うものとする。 

（５）業務履行開始前に次に掲げる者を選任のうえ、名簿を自動車本部営業課及び所管営業所に提出するものとす

る。 

  ア 業務管理者 

業務管理者は、委託者と事業計画その他必要となる調整を行うとともに、事業全体の進行管理を行う者を

選任すること。なお、横浜市の優先調達方針の対象となる障害者就労施設等に常勤する者とする。 

イ 監督員 

監督員は、作業員とともに履行場所に配置し、作業監督及び緊急時の対応を行う者として選任を行うこと。 

  ウ 作業員 

作業員は、横浜市の優先調達方針の対象となる障害者就労施設等に入所・通所する障害者のうち、定期清

掃等を安全に遂行することができる者を選任すること。なお、その判断は受託者が責任を持って判定する。 

（６）天候不良等による作業に適さない状況の場合は順延するものとする。また、気温が著しく高い場合は委託者

の許可を得て、延期又は中止とする。作業開始前に光化学スモッグ注意報又は警報が発令された場合は延期又

は中止とする。また、作業開始後に光化学スモッグ注意報又は警報が発令された場合はその時点で中止とする。 

（７）受託者は、履行前に所管営業所と打ち合わせを行い、開始時間等実施に際しての詳細を別途定めるものとす

る。また、毎月末日までに翌月分の予定表を委託者に提出する。 

（８）貸与品 

 ア スタッフ着用品 

   履行前に予備を含め貸与するので、監督員及び作業員は業務履行時に必ず着用すること。また、貸与品に

ついては、事前に借用書を提出すること。汚損した場合の洗濯等は受託者の負担で行うものとし、履行期間

終了後は、洗濯等を行なった後、速やかに返却すること。 

   なお、やむを得ない理由により、破損した場合は、その理由を添えて委託者に申し出ること。 

 イ 清掃用具 

   当該業務履行に必要な用具については、原則として受託者が準備をする。ただし、両者協議のうえ委託者

が必要と認める用具については、委託者の貸与によることができる。 
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（９）完了報告及び履行確認 

ア 業務管理者は、業務を行った月ごと、あらかじめ委託者の承認をうけた様式により、完了報告書を作成す

ること。 

イ 完了報告書には、作業実績がわかるよう、作業前後の現場状況や回収した廃棄物等の量がわかる画像を添

付すること。 

ウ 履行確認は、ア及びイにより提出を受けた完了報告書の書面にて確認を行う。 

（10）請求方法及び支払い方法 

   受託者の請求に基づき、委託者が口座振替払いにより支払うものとする。 

（11）作業に用いる清掃器材等の運搬や作業員の移動のための一切の費用は、受託者が負担する。 

（12）委託者が指示した場所以外には、委託者の許可なくみだりに立ち入ることを禁ずる。 

（13）法令の遵守 

受託者は、当該事業を遂行するにあたっては、本仕様書のほか関連法令を遵守するものとする。 

   なお、本仕様書に定めのない事項又は本仕様書に疑義が生じた場合は、両者協議のうえ決定する。 

（14）委託者の解除権 

   委託者は、受託者が次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

  ア 正当な理由なく、契約の履行に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。 

  イ 前４(1) の受託資格の要件を満たすことができなくなったとき。 

  ウ この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。 

（15）本仕様書の有効期間は、契約の有効期間と同様とする。 
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個人情報の保護等に関する特記仕様書 

 

 

個人情報の保護等に関する遵守事項は次のとおりとする。（適用はレ） 

 

１ 「個人情報取扱特記事項」について 

☐  本契約は「個人情報取扱特記事項」を適用する。 

受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、本特記

事項を遵守しなければならない。 

 

☑  本契約は「個人情報取扱特記事項」を適用しない。ただし、契約の途中で、この契約に

よる事務を処理するための個人情報の取扱いが必要となったときは、「個人情報取扱特記

事項」を適用し、受託者は本特記事項を遵守しなければならない。 

 

なお、特記事項の規定中「横浜市長」とあるのは「横浜市交通事業管理者」と読み替える

ものとする。 

また、安全管理措置報告書（第１号様式）、研修実施報告書・誓約書（第２号様式）及び研

修実施明細書（別紙）の提出先は、横浜市交通事業管理者とする。 

工事（製造を含む。）においては、「委託者」とあるのは「発注者」と、「受託者」とあるの

は「請負人」と、「再受託者」とあるのは「下請負人」と読み替えるものとする。 

 

 

２ 「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」について（工事（製造を含む。）は対

象外） 

☐  本契約は「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」を適用する。 

受託者は、この契約に基づき電子計算機処理等の事務を行う場合には、その遂行にあた

って、本特記事項を遵守しなければならない。 
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委託担当

1

2

3 ■期間　令和８年４月１日から令和９年３月31日まで

□期限　平成　　年　　月　　日まで

4 □確定契約 ■概算契約

5

6 ■ 不要

□ 要（　　月　　日　　時　　分、　場所 ）

7

8

（　12　回以内）

令和８年度 自動車事業会計 第 02款第 01項第 60目第 63節第 63細節 委託料

受 付
番 号

種 目 番 号

連 絡 先
312

自動車本部営業課管理係 担当者 伊藤

電　話 671-3189

履 行 場 所 新杉田駅バスターミナル（横浜市磯子区新杉田７－７）

設　 計　 書

委 託 名 　令和８年度バスターミナル清掃業務（新杉田駅）

その他特約事項

現 場 説 明

委 託 概 要 新杉田駅バスターミナル内の清掃作業及び

履 行 期 間

又 は 期 限

契 約 区 分

部分払

■ する

バス停ポール清掃等の業務

□ しない

1



※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額

※概算数量の場合は、数量及び金額を（　）で囲む。

部 分 払 の 基 準

業務内容
履行

予定月
数量 単位 単価 金額

清掃業務 ４月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 ５月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 ６月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 ７月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 ８月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 ９月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 10月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 11月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 12月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 １月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 ２月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 ３月 (4) 回 6,210 (24,840)

内 訳 業 務 価 格 ￥ 298,080 ．－

委 託 代 金 額 ￥ 327,888 ．－

消費税及び地方消費税相当額 ￥ 29,808 ．－

2



※　概算数量の場合は、数量及び金額を（　）で囲む

数 量 単 位 単 価（円） 金額（円）

内 訳 書

監督員 (48) 回 2,000 (96,000)

摘 要名　　称 形 状 寸 法 等

作業員 (48) 回 4,000 (192,000)

(48) 回 210 (10,080)一般管理費

(48) 回 (298,080)

合計 (327,888)

消費税及び地方消費税額 10 % (29,808)

計
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バスターミナル清掃委託 仕様書 

横浜市交通局 自動車本部営業課 

 

 

本仕様書は、バスターミナル清掃委託（以下「清掃業務」という。）を委託する契約について適用するものとし、

その履行の際には、本仕様書の他、「委託契約約款」及び法令等を遵守するものとする。 

本仕様書に記載する「委託者」とは横浜市交通局（横浜市交通事業管理者）をいい、「受託者」とは受託事業者を

いう。 

 

１ 定期清掃等の目的 

 バス停の環境向上を図ることによる市営バスをご利用になられるお客様の満足度向上に加え、委託者が地方公営

企業として障害者の社会参加の機会を創出し、就労促進に寄与するため、障害者施設との協働を推進することを目

的として実施する業務委託である。 

 

２ 履行場所と1回あたり作業時間の目安 

ターミナル名 区域 作業時間 所管営業所 電話番号 

新杉田駅 磯子区 １時間 磯子 ７５１－７５８１ 

 

３ 履行期間 

 令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

 

４ 受託者としての要件 

（１）受託資格 

委託業務がバス運行中のターミナル内作業であり、これまでの実施の状況を踏まえ、安全確保等の観点から

受託者は次の基本的要件を全て満たすものとする。 

ア 委託業務について安全かつ確実に遂行する能力をもつ作業員を、責任をもって選任できること。 

イ 作業員個々の体力や適性、不得手な事柄を十分に理解し、作業員のサポートや安全に配慮できる能力・経

験を有する監督員が常に随行できること。 

ウ 当該ターミナルと原則同一区内に所在する障害者施設であること。 

エ 清掃用具を携行した作業員を自動車等により現地作業場所へ送迎できること（現地ターミナルへの駐車は

不可のため。ただし、ターミナルによっては駅等に用具を置いておくことが可能な場合もあり、別途協議す

る。）。 

オ 作業中の不慮の事故に対応する保険に加入していること。 

 

５ 委託内容 

受託者は、定期清掃等の重要性を理解し、十分な作業員教育を行い、現状維持ではなく日々美観を向上する姿

勢で取り組むこととする。 

（１）清掃委託については、各ターミナルにおいて月４回（週１回程度）実施するものとする。また、１回の作業

時間は前述２のとおりとする。 

（２）清掃対象は、バスターミナル全体及びバスターミナル内のバス停ポールとする。 

（３）定期清掃等の種別は次のとおりとする。 
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  ア バスターミナル全体清掃 

バスターミナル内及びバス停留所付近に散乱する廃棄物、吸殻、空き缶、ペットボトル等を回収するとと

もに、横浜市が指定する分別方法に基づき、分別したうえで、所管営業所の指示に従い、委託者に引き渡す

こと。 

  イ バスターミナル内のバス停ポール清掃 

バスターミナル内に設置されているバス停ポール（標柱・時刻表等）に付着した汚れを水拭きその他の方

法により除去すること。 

ウ 点検作業 

業務中にベンチの破損、バス停上屋電灯の不具合や時刻表はがれなど、委託者の関連施設に異常が認めら

れた場合は、業務終了後、所管営業所にその旨を報告すること。 

 エ お客様対応等 

受託者は当該業務履行中、バス停留所でお待ちになっているお客様その他の方から、市営バスに関するお

問合せがあった場合は、所管営業所の連絡先をご案内すること。 

なお、横浜市が実施する事業に関するお問合せがあった場合、横浜市コールセンターの電話番号を案内す

るなど、適切な案内を行うこと。 

（４）受託者は、委託者の指示に従い、清掃作業を行うものとする。 

（５）業務履行開始前に次に掲げる者を選任のうえ、名簿を自動車本部営業課及び所管営業所に提出するものとす

る。 

  ア 業務管理者 

業務管理者は、委託者と事業計画その他必要となる調整を行うとともに、事業全体の進行管理を行う者を

選任すること。なお、横浜市の優先調達方針の対象となる障害者就労施設等に常勤する者とする。 

イ 監督員 

監督員は、作業員とともに履行場所に配置し、作業監督及び緊急時の対応を行う者として選任を行うこと。 

  ウ 作業員 

作業員は、横浜市の優先調達方針の対象となる障害者就労施設等に入所・通所する障害者のうち、定期清

掃等を安全に遂行することができる者を選任すること。なお、その判断は受託者が責任を持って判定する。 

（６）天候不良等による作業に適さない状況の場合は順延するものとする。また、気温が著しく高い場合は委託者

の許可を得て、延期又は中止とする。作業開始前に光化学スモッグ注意報又は警報が発令された場合は延期又

は中止とする。また、作業開始後に光化学スモッグ注意報又は警報が発令された場合はその時点で中止とする。 

（７）受託者は、履行前に所管営業所と打ち合わせを行い、開始時間等実施に際しての詳細を別途定めるものとす

る。また、毎月末日までに翌月分の予定表を委託者に提出する。 

（８）貸与品 

 ア スタッフ着用品 

   履行前に予備を含め貸与するので、監督員及び作業員は業務履行時に必ず着用すること。また、貸与品に

ついては、事前に借用書を提出すること。汚損した場合の洗濯等は受託者の負担で行うものとし、履行期間

終了後は、洗濯等を行なった後、速やかに返却すること。 

   なお、やむを得ない理由により、破損した場合は、その理由を添えて委託者に申し出ること。 

 イ 清掃用具 

   当該業務履行に必要な用具については、原則として受託者が準備をする。ただし、両者協議のうえ委託者

が必要と認める用具については、委託者の貸与によることができる。 
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（９）完了報告及び履行確認 

ア 業務管理者は、業務を行った月ごと、あらかじめ委託者の承認をうけた様式により、完了報告書を作成す

ること。 

イ 完了報告書には、作業実績がわかるよう、作業前後の現場状況や回収した廃棄物等の量がわかる画像を添

付すること。 

ウ 履行確認は、ア及びイにより提出を受けた完了報告書の書面にて確認を行う。 

（10）請求方法及び支払い方法 

   受託者の請求に基づき、委託者が口座振替払いにより支払うものとする。 

（11）作業に用いる清掃器材等の運搬や作業員の移動のための一切の費用は、受託者が負担する。 

（12）委託者が指示した場所以外には、委託者の許可なくみだりに立ち入ることを禁ずる。 

（13）法令の遵守 

受託者は、当該事業を遂行するにあたっては、本仕様書のほか関連法令を遵守するものとする。 

   なお、本仕様書に定めのない事項又は本仕様書に疑義が生じた場合は、両者協議のうえ決定する。 

（14）委託者の解除権 

   委託者は、受託者が次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

  ア 正当な理由なく、契約の履行に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。 

  イ 前４(1) の受託資格の要件を満たすことができなくなったとき。 

  ウ この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。 

（15）本仕様書の有効期間は、契約の有効期間と同様とする。 
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個人情報の保護等に関する特記仕様書 

 

 

個人情報の保護等に関する遵守事項は次のとおりとする。（適用はレ） 

 

１ 「個人情報取扱特記事項」について 

☐  本契約は「個人情報取扱特記事項」を適用する。 

受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、本特記

事項を遵守しなければならない。 

 

☑  本契約は「個人情報取扱特記事項」を適用しない。ただし、契約の途中で、この契約に

よる事務を処理するための個人情報の取扱いが必要となったときは、「個人情報取扱特記

事項」を適用し、受託者は本特記事項を遵守しなければならない。 

 

なお、特記事項の規定中「横浜市長」とあるのは「横浜市交通事業管理者」と読み替える

ものとする。 

また、安全管理措置報告書（第１号様式）、研修実施報告書・誓約書（第２号様式）及び研

修実施明細書（別紙）の提出先は、横浜市交通事業管理者とする。 

工事（製造を含む。）においては、「委託者」とあるのは「発注者」と、「受託者」とあるの

は「請負人」と、「再受託者」とあるのは「下請負人」と読み替えるものとする。 

 

 

２ 「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」について（工事（製造を含む。）は対

象外） 

☐  本契約は「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」を適用する。 

受託者は、この契約に基づき電子計算機処理等の事務を行う場合には、その遂行にあた

って、本特記事項を遵守しなければならない。 
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委託担当

1

2

3 ■期間　令和８年４月１日から令和９年３月31日まで

□期限　平成　　年　　月　　日まで

4 □確定契約 ■概算契約

5

6 ■ 不要

□ 要（　　月　　日　　時　　分、　場所 ）

7

8

（　12　回以内）

□ しない

部分払

■ する

及びバス停ポール清掃等の業務

その他特約事項

現 場 説 明

委 託 概 要 都筑ふれあいの丘駅バスターミナル内の清掃作業

履 行 期 間

又 は 期 限

契 約 区 分

履 行 場 所 都筑ふれあいの丘駅バスターミナル（横浜市都筑区葛が谷８番）

設　 計　 書

委 託 名 　令和８年度バスターミナル清掃業務（都筑ふれあいの丘駅）

令和８年度 自動車事業会計 第 02款第 01項第 60目第 63節第 63細節 委託料

受 付
番 号

種 目 番 号

連 絡 先
312

自動車本部営業課管理係 担当者 伊藤

電　話 671-3189

1



※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額

※概算数量の場合は、数量及び金額を（　）で囲む。

消費税及び地方消費税相当額 ￥ 29,808 ．－

内 訳 業 務 価 格 ￥ 298,080 ．－

委 託 代 金 額 ￥ 327,888 ．－

清掃業務 ３月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 ２月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 １月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 12月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 11月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 10月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 ９月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 ８月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 ７月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 ６月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 ５月 (4) 回 6,210 (24,840)

清掃業務 ４月 (4) 回 6,210 (24,840)

部 分 払 の 基 準

業務内容
履行

予定月
数量 単位 単価 金額
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※　概算数量の場合は、数量及び金額を（　）で囲む

合計 (327,888)

消費税及び地方消費税額 10 % (29,808)

計 (48) 回 (298,080)

一般管理費 (48) 回 210 (10,080)

作業員 (48) 回 4,000 (192,000)

監督員 (48) 回 2,000 (96,000)

摘 要名　　称 形 状 寸 法 等 数 量 単 位 単 価（円） 金額（円）

内 訳 書
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バスターミナル清掃委託 仕様書 

横浜市交通局 自動車本部営業課 

 

 

本仕様書は、バスターミナル清掃委託（以下「清掃業務」という。）を委託する契約について適用するものとし、

その履行の際には、本仕様書の他、「委託契約約款」及び法令等を遵守するものとする。 

本仕様書に記載する「委託者」とは横浜市交通局（横浜市交通事業管理者）をいい、「受託者」とは受託事業者を

いう。 

 

１ 定期清掃等の目的 

 バス停の環境向上を図ることによる市営バスをご利用になられるお客様の満足度向上に加え、委託者が地方公営

企業として障害者の社会参加の機会を創出し、就労促進に寄与するため、障害者施設との協働を推進することを目

的として実施する業務委託である。 

 

２ 履行場所と1回あたり作業時間の目安 

ターミナル名 区域 作業時間 所管営業所 電話番号 

都筑ふれあいの丘駅 都筑区 １時間 緑 ９３１－２２６６ 

 

３ 履行期間 

 令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

 

４ 受託者としての要件 

（１）受託資格 

委託業務がバス運行中のターミナル内作業であり、これまでの実施の状況を踏まえ、安全確保等の観点から

受託者は次の基本的要件を全て満たすものとする。 

ア 委託業務について安全かつ確実に遂行する能力をもつ作業員を、責任をもって選任できること。 

イ 作業員個々の体力や適性、不得手な事柄を十分に理解し、作業員のサポートや安全に配慮できる能力・経

験を有する監督員が常に随行できること。 

ウ 当該ターミナルと原則同一区内に所在する障害者施設であること。 

エ 清掃用具を携行した作業員を自動車等により現地作業場所へ送迎できること（現地ターミナルへの駐車は

不可のため。ただし、ターミナルによっては駅等に用具を置いておくことが可能な場合もあり、別途協議す

る。）。 

オ 作業中の不慮の事故に対応する保険に加入していること。 

 

５ 委託内容 

受託者は、定期清掃等の重要性を理解し、十分な作業員教育を行い、現状維持ではなく日々美観を向上する姿

勢で取り組むこととする。 

（１）清掃委託については、各ターミナルにおいて月４回（週１回程度）実施するものとする。また、１回の作業

時間は前述２のとおりとする。 

（２）清掃対象は、バスターミナル全体及びバスターミナル内のバス停ポールとする。 

（３）定期清掃等の種別は次のとおりとする。 
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  ア バスターミナル全体清掃 

バスターミナル内及びバス停留所付近に散乱する廃棄物、吸殻、空き缶、ペットボトル等を回収するとと

もに、横浜市が指定する分別方法に基づき、分別したうえで、所管営業所の指示に従い、委託者に引き渡す

こと。 

  イ バスターミナル内のバス停ポール清掃 

バスターミナル内に設置されているバス停ポール（標柱・時刻表等）に付着した汚れを水拭きその他の方

法により除去すること。 

ウ 点検作業 

業務中にベンチの破損、バス停上屋電灯の不具合や時刻表はがれなど、委託者の関連施設に異常が認めら

れた場合は、業務終了後、所管営業所にその旨を報告すること。 

 エ お客様対応等 

受託者は当該業務履行中、バス停留所でお待ちになっているお客様その他の方から、市営バスに関するお

問合せがあった場合は、所管営業所の連絡先をご案内すること。 

なお、横浜市が実施する事業に関するお問合せがあった場合、横浜市コールセンターの電話番号を案内す

るなど、適切な案内を行うこと。 

（４）受託者は、委託者の指示に従い、清掃作業を行うものとする。 

（５）業務履行開始前に次に掲げる者を選任のうえ、名簿を自動車本部営業課及び所管営業所に提出するものとす

る。 

  ア 業務管理者 

業務管理者は、委託者と事業計画その他必要となる調整を行うとともに、事業全体の進行管理を行う者を

選任すること。なお、横浜市の優先調達方針の対象となる障害者就労施設等に常勤する者とする。 

イ 監督員 

監督員は、作業員とともに履行場所に配置し、作業監督及び緊急時の対応を行う者として選任を行うこと。 

  ウ 作業員 

作業員は、横浜市の優先調達方針の対象となる障害者就労施設等に入所・通所する障害者のうち、定期清

掃等を安全に遂行することができる者を選任すること。なお、その判断は受託者が責任を持って判定する。 

（６）天候不良等による作業に適さない状況の場合は順延するものとする。また、気温が著しく高い場合は委託者

の許可を得て、延期又は中止とする。作業開始前に光化学スモッグ注意報又は警報が発令された場合は延期又

は中止とする。また、作業開始後に光化学スモッグ注意報又は警報が発令された場合はその時点で中止とする。 

（７）受託者は、履行前に所管営業所と打ち合わせを行い、開始時間等実施に際しての詳細を別途定めるものとす

る。また、毎月末日までに翌月分の予定表を委託者に提出する。 

（８）貸与品 

 ア スタッフ着用品 

   履行前に予備を含め貸与するので、監督員及び作業員は業務履行時に必ず着用すること。また、貸与品に

ついては、事前に借用書を提出すること。汚損した場合の洗濯等は受託者の負担で行うものとし、履行期間

終了後は、洗濯等を行なった後、速やかに返却すること。 

   なお、やむを得ない理由により、破損した場合は、その理由を添えて委託者に申し出ること。 

 イ 清掃用具 

   当該業務履行に必要な用具については、原則として受託者が準備をする。ただし、両者協議のうえ委託者

が必要と認める用具については、委託者の貸与によることができる。 
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（９）完了報告及び履行確認 

ア 業務管理者は、業務を行った月ごと、あらかじめ委託者の承認をうけた様式により、完了報告書を作成す

ること。 

イ 完了報告書には、作業実績がわかるよう、作業前後の現場状況や回収した廃棄物等の量がわかる画像を添

付すること。 

ウ 履行確認は、ア及びイにより提出を受けた完了報告書の書面にて確認を行う。 

（10）請求方法及び支払い方法 

   受託者の請求に基づき、委託者が口座振替払いにより支払うものとする。 

（11）作業に用いる清掃器材等の運搬や作業員の移動のための一切の費用は、受託者が負担する。 

（12）委託者が指示した場所以外には、委託者の許可なくみだりに立ち入ることを禁ずる。 

（13）法令の遵守 

受託者は、当該事業を遂行するにあたっては、本仕様書のほか関連法令を遵守するものとする。 

   なお、本仕様書に定めのない事項又は本仕様書に疑義が生じた場合は、両者協議のうえ決定する。 

（14）委託者の解除権 

   委託者は、受託者が次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

  ア 正当な理由なく、契約の履行に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。 

  イ 前４(1) の受託資格の要件を満たすことができなくなったとき。 

  ウ この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。 

（15）本仕様書の有効期間は、契約の有効期間と同様とする。 
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個人情報の保護等に関する特記仕様書 

 

 

個人情報の保護等に関する遵守事項は次のとおりとする。（適用はレ） 

 

１ 「個人情報取扱特記事項」について 

☐  本契約は「個人情報取扱特記事項」を適用する。 

受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、本特記

事項を遵守しなければならない。 

 

☑  本契約は「個人情報取扱特記事項」を適用しない。ただし、契約の途中で、この契約に

よる事務を処理するための個人情報の取扱いが必要となったときは、「個人情報取扱特記

事項」を適用し、受託者は本特記事項を遵守しなければならない。 

 

なお、特記事項の規定中「横浜市長」とあるのは「横浜市交通事業管理者」と読み替える

ものとする。 

また、安全管理措置報告書（第１号様式）、研修実施報告書・誓約書（第２号様式）及び研

修実施明細書（別紙）の提出先は、横浜市交通事業管理者とする。 

工事（製造を含む。）においては、「委託者」とあるのは「発注者」と、「受託者」とあるの

は「請負人」と、「再受託者」とあるのは「下請負人」と読み替えるものとする。 

 

 

２ 「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」について（工事（製造を含む。）は対

象外） 

☐  本契約は「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」を適用する。 

受託者は、この契約に基づき電子計算機処理等の事務を行う場合には、その遂行にあた

って、本特記事項を遵守しなければならない。 
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